
 

会 議 録 

会議の名称 令和２年度（2020 年度）第１回つくば市立学校給食センター

運営審議会 

開催日時 令和２年 12 月 18 日（金） 開会 14:00 閉会 15:00  

開催場所 つくばほがらか給食センター谷田部 ２階研修室 

事務局（担当課） 教育局健康教育課 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

木村清隆（会長）、和田雅彦（副会長）（代理：岡野光浩）、

藤岡賢治、玉田晴美、舟久保せいこ、千葉瑞恵、高岡和彦、

宮田利光、吉田史織、飯竹弘子、宮本由美子、森田佳子 

その他  

事務局 

 

森田教育長、吉沼教育局長、中山教育局次長、柳町健康教育

課長、川又健康教育課長補佐、瓜阪係長、山下主任、小野管

理栄養士、石塚茎崎学校給食センター所長、山口つくばほが

らか給食センター谷田部所長 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数  ３名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 

議題 

 

（1） 給食センターの整備方針案について 

（2） その他 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 教育長あいさつ 

３ 委嘱状交付 

４ 会長及び副会長の選出 

５ 自己紹介 

６ 諮問 



 

７ 議題 

（１）給食センターの整備方針案について 

（２）その他 

８ 閉会 

 

 ＜審議内容＞ 

１ 開会 会議の成立、会議及び会議録の公開について報告・説明 

２ 会長・副会長の選任 会長に木村清隆委員、副会長に和田雅彦委員を選出 

３ 会議の公開・非公開 会議及び会議録の公開について報告・説明 

４ 議事                                     

 （1）給食センターの整備方針案について 

 会 長： （１）給食センターの整備方針案について事務局から説明をお願

いします。      

事務局：（資料に基づき説明） 

 会 長： 委員の皆様からご質問、ご意見などはありませんか。 

委 員： 現在の茎崎給食センターの場所に建てるのは難しそうな気がしま

すので、桜給食センターの跡地に建てるのがよいと思います。費用

的にもその方がよいと思いました。ただ、この先筑波給食センター

もなくなるのであれば、もう少し北の大穂のあたりに建てるのもよ

いと思いましたが、人口が増えているのは比較的南側の地域のよう

な気がするので、桜に建てるのが最良かと思いました。 

会 長： ありがとうございました。大穂と桜が閉所となりましたが、大穂

ではなく桜を選んだ理由があればご説明をお願いします。 

事務局： 大穂学校給食センターは敷地面積がかなり狭いです。7,000 食の

センターの建設となりますと、1 万㎡以上必要であり、１万㎡を超



 

えている桜給食センターを選定いたしました。 

会 長： ありがとうございます。そのほかにございますか。 

委 員： 茎崎が廃止されて、筑波も廃止されることになると思いますが、

その場合すこやか給食センターから配送するエリア、ほがらか給食

センターから配送するエリア、桜給食センターから配送するエリア

はどのようになるのでしょうか。新たに再編するのでしょうか。そ

れとも、茎崎給食センターと筑波給食センターから配送されていた

学校には、桜給食センターから配送するのでしょうか。 

会 長： 事務局から説明をお願いします。 

事務局： 新しい給食センターが建設されたら、配送校を変更いたします。

現時点での案では、茎崎給食センターの配送校には、ほがらか給食

センターから配送することになると思います。喫食は調理から２時

間以内となっているので、それを踏まえた新しい配送校を検討して

いきます。また、人口が減少し、筑波給食センターが廃止となった

場合には、改めて配送校を検討します。 

会 長： ありがとうございました。ほかにご意見・ご質問はありますか。 

会 長： パブリックコメントを実施すると思いますが、今後のスケジュー

ルとして、1 月末に庁議を行い、その後２月５日から３月 7 日まで

意見を募集し、３月中に再度審議会を開催することになると伺いま

した。パブリックコメントはさまざまなご意見がいただけると思い

ます。賛成のご意見もいただけるかもしれませんが、課題や別な提

案などがあった場合、調査や研究などの対応が必要ですが、精査す

る時間が短いような気がします。意見に対する精査が大切なプロセ

スの１つかと思います。急がなければならないのは分かりますが、

何か事務局として考えはありますか。 

事務局： 案として２月・３月というお話はさせていだだきましたが、会長



 

のおっしゃるとおり、いろいろな意見に対するこちらの対応や丁寧

な説明が必要かと思っています。パブリックコメント担当課とは、

もう少し日程を前倒しでできないか協議中です。あくまで２月・３

月というのは予定ですので、早めに開始できれば、意見を聞いて検

討していく時間が増えますので、まずは日程について検討をしてい

きます。あとは、意見の内容によっては、最終的な答申が伸びるこ

ともあり得ると考えています。期間を一番に優先してはいけないと

いうことは承知しており、皆様の意見が大事であると思っています

が、安定した給食を提供することに関しては、限られた時間という

こともありますので、慎重に検討しながら進めていきたいと思って

います。 

会 長： ありがとうございました。ほかに何かありますか。 

委 員： 主食の米飯を桜給食センターに作って供給することになるという

ことですが、すこやか給食センターやほがらか給食センターから供

給することは考えていないのでしょうか。それからもう１つお聞き

したいのですが、地産地消の推進や伝統的な郷土料理、行事食に関

する指導について、現在どのようになっているのかお聞きしたいと

思います。 

事務局： 炊飯設備は今回初めて取り組むということで、供給できる給食の

数と同じ数の 7,000 食の米飯を提供することとしています。他のセ

ンターに関しては、従来通り学校給食会からの配送と考えておりま

す。既存の給食センターの敷地だと、炊飯設備を増設するにはかな

り狭いということがあります。炊飯設備を備えた施設ができれば、

今後炊飯設備だけの計画も検討していけるかと思います。ただ、や

はり敷地が必要となりますので、立地条件に合うところなど、総合

的に検討していかなければならないと思っています。 



 

委 員： 先ほどの２点目の質問のことですが、理想を言えば有機農業で作

られたお米を提供していただきたいという気持ちがあるのですが、

桜給食センターに米飯施設も作るということなので聞いてみまし

た。 

会 長： 学識経験の立場からお願いします。 

委 員： まず地産地消の推進ということで、つくば市では地産地消ガイド

ラインを昨年度策定し、できるだけつくば市産の野菜をたくさん使

う給食を作っていくことを進めています。ほがらか給食センターで

は 12,000 食を３献立、すこやか給食センターでは 9,000 食を３献立

で作っていますが、量が多すぎて確保できず、地場産の野菜を使え

ないということがあります。7,000 食で 2 献立の給食センターの方

が、より地産地消に根差した給食を提供できると考えています。ま

た、農薬が少ない安全なお米を提供してほしいというご意見をいた

だきましたが、つくば市では現在も、つくば市産の特別栽培米であ

るコシヒカリを、1 年間通じて全センターで使っており、今後も使

っていきたいと思っております。 

委 員： 民間に委託した場合も同じ米を使っているのでしょうか。 

委 員： 委託の炊飯業者につくば市産の特別栽培米のコシヒカリを送って

おります。 

会 長： 引き続き何かございますでしょうか。 

会 長： 先生方や PTA の代表の方もいらっしゃると思いますが、それぞれ

発信をしていただきまして、意見を集約するなり、パブリックコメ

ントに意見を頂戴できればと思います。また、傍聴席にはベテラン

の議員や常任委員の議員も見えておりますので、ご意見を賜りまし

たら、しっかりと取り組んでいき、意見を反映していきたいと思い

ます。 



 

（２）その他 

会 長： 議題２のその他に入ります。事務局からお願いします。 

事務局： つくば市学校給食センター整備方針案につきまして、貴重なご意

見いただきありがとうございました。この審議会で発言されなかっ

たご意見などございましたら、健康教育課のメールか FAX で 12 月中

にご意見をいただければと思います。先ほど会長からスケジュール

についてお話がありましたが、次回のつくば市学校給食センター運

営審議会につきましては、今のところ令和３年の３月ごろを予定し

ております。コロナ渦でもございますので、状況によっては予定が

変更になる場合もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

会 長： その他について、ご意見やご質問等ございますでしょうか。 

会 長： もし意見があれば今月中にお願いいたします。また、その後お気

づきの点があれば、この後予定されているパブリックコメントに直

接ご提言頂ければと思います。再度のお願いですが、パブリックコ

メントでいただいたご意見について、次の審議会の前に、丁寧に慎

重にご対応をお願いします。また３月７日で締め切って対応するの

ではなく、その都度ご対応をお願いいたします。本日用意させてい

ただきました審議内容はすべて終了いたしました。皆様のご協力を

いただきまして、ありがとうございました。 

 

５ 閉会 

事務局： 以上をもちまして本日の案件はすべて終了いたしましたので、つ

くば市立学校給食センター運営審議会を閉会いたします。本日は貴

重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。 

 



令和２年度（2020 年度）第１回 

つくば市立学校給食センター運営審議会 次第 

 

日時：令和２年(2020 年)12 月 18 日（金） 

      午後２時から３時 30 分まで 

場所：つくばほがらか給食センター谷田部 

２階研修室 

 

 

１ 開会 

 

２ 教育長あいさつ 

 

３ 委嘱状交付 

 

４ 会長及び副会長の選出  

 

５ 自己紹介 

 

６ 諮問 

 

７ 議題  

（1） 給食センターの整備方針案について 

（2） その他 

 

８ 閉会 



(任期：平成31年３月26日～令和３年３月25日） (※令和２年11月30日～令和３年３月25日）

選 任 種 別 委 員 氏 名 役　職　等 備　　　考

市議会議員 木　村　清　隆 議会推薦（文教福祉委員長） ※新規

学　校　長 和  田　雅  彦 つくば市校長会会長（桜南小） ※新規

〃 藤　岡　賢　治 つくば市学校給食会会長（葛城小） ※新規

〃 玉　田　晴　美 つくば市学校給食会副会長（九重小） ※新規

学　校　医 飯　田　章太郎 つくば市医師会推薦

学校歯科医 舟久保　せいこ つくば市歯科医師会推薦

学校薬剤師 千　葉　瑞　恵 つくば薬剤師会推薦 ※新規

保健所長 入江　ふじこ つくば保健所所長 ※新規

保護者代表 中　島　一　治 つくば市ＰＴＡ連絡協議会副会長（北西支部） （大曽根小）※新規

〃 小沢　恭一郎 つくば市ＰＴＡ連絡協議会副会長（東支部） （吾妻中）※新規

〃 高　岡　和　彦 つくば市ＰＴＡ連絡協議会副会長（南東支部） （谷田部東中）※新規

〃 宮　田　利　光 つくば市ＰＴＡ連絡協議会副会長（南支部） （谷田部中）※新規

学識経験者  吉　田　史　織 つくば市学校給食会栄養士部会部長
（つくばほがらか給食セ
ンター谷田部）※新規

　〃  飯　竹　弘　子 つくば市学校給食会給食主任代表（葛城小） ※新規

〃 宮本　由美子 つくば市幼稚園長会会長（桜南幼） ※新規

〃 森　田　佳　子 つくば市食生活改善推進員協議会会長 ※新規

つくば市立学校給食センター運営審議会委員名簿



○つくば市立学校給食センター条例 

平成３年３月20日 

条例第30号 

 改正 平成９年６月30日条例第43号 平成14年９月30日条例第80号 

 平成15年３月28日条例第15号 平成21年３月24日条例第14号 

 平成25年12月25日条例第42号 平成27年３月26日条例第18号 

 令和元年12月24日条例第49号  

（設置） 

第１条 学校給食を実施するため、学校給食法（昭和29年法律第160号）第６条に規

定する共同調理場として、つくば市立学校給食センター（以下「給食センター」

という。）を設置する。 

（平21条例14・全改） 

（名称及び位置） 

第２条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

筑波学校給食センター つくば市神郡1222番地 

つくばすこやか給食センター豊里 つくば市高野1197番地17 

つくばほがらか給食センター谷田部 つくば市藤本３番地１ 

茎崎学校給食センター つくば市小茎401番地 

（平９条例43・平14条例80・平15条例15・平25条例42・令元条例49・一部

改正） 

（管理） 

第３条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて

最も効率的な運用をしなければならない。 

（職員） 

第４条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。 



（平14条例80・一部改正） 

（運営審議会） 

第５条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、つくば市立学校給食セン

ター運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、教育委員会の諮問に応じ給食センターの運営に関する重要な事項に

ついて審議し、及び助言する。 

（組織） 

第６条 審議会は、委員28人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会

が任命する。 

(1) 市議会議員 

(2) 学校長 

(3) 学校医 

(4) 学校歯科医 

(5) 学校薬剤師 

(6) 保健所長 

(7) 児童又は生徒の保護者 

(8) 学識経験者 

（平９条例43・平14条例80・一部改正） 

（任期） 

第７条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 前条第１号から第７号までに規定する者で当該職又は地位により委員に任命さ

れたものが当該職又は地位を離れたときは、委員の職を失うものとする。 

（平９条例43・平14条例80・一部改正） 

（会長及び副会長） 



第８条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（平９条例43・一部改正） 

（会議） 

第９条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

（平９条例43・一部改正） 

（庶務） 

第１０条 審議会の庶務は、教育局において処理する。 

（平９条例43・平27条例18・一部改正） 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年条例第43号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年条例第80号） 

この条例は、平成14年11月１日から施行する。 

附 則（平成15年条例第15号） 

この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年条例第14号） 



この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年条例第42号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年条例第18号） 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年条例第49号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 



資料１ 

 

 
 
 

 
 
つくば市 
学校給食センター
整備方針（案） 
 

令和 2 年(2020 年)12 月 

 



 
 

目次 
１ 現状と課題 .......................................................................................................... 1 

(1) 現状のつくば市立学校給食センター ................................................................. 1 

(2) 現状の課題 ........................................................................................................ 2 
２ 基本方針 .............................................................................................................. 6 

(1) 確実な衛生管理体制 .......................................................................................... 6 

(2) 安心・安全でおいしい給食の提供 .................................................................... 6 

(3) 効率のよい調理環境の確保 ............................................................................... 7 

(4) 食育の推進と食育啓発活動 ............................................................................... 7 

(5) 環境負荷の低減 ................................................................................................. 7 

(6) 維持管理費の効率化 .......................................................................................... 7 

(7) その他 ............................................................................................................... 8 
３ 必要食数の推計 ................................................................................................... 8 
４ 新センターの規模等について ............................................................................ 10 

(1) 調理能力（提供食数） .................................................................................... 10 

(2) その他の施設形態（運用方法） ....................................................................... 11 
５ 建設候補地について .......................................................................................... 12 

(1) 必要な敷地面積について ................................................................................ 12 

(2) 建設候補地について ........................................................................................ 12 
６ 財政負担及び工期 .............................................................................................. 15 

(1) 予算及び財源の確保 ........................................................................................ 15 

(2) 供用開始までのスケジュール ......................................................................... 15 
７ 施設整備計画（案） .......................................................................................... 16 

(1) 建設候補地 ...................................................................................................... 16 

(2) 施設概要 ......................................................................................................... 16 

(3) 供用開始時期 .................................................................................................. 16 

(4) 給食センター棟 ............................................................................................... 16 

(5) 駐車場 ............................................................................................................. 16 

(6) 外構 ................................................................................................................. 17 



1 
 

１ 現状と課題 

(1) 現状のつくば市立学校給食センター 

   つくば市では、現在４か所の学校給食センター（以下、「給食センター」とい

う。）を運営しており、小、中、義務教育学校及び幼稚園に約 24,000 食/日の給

食を提供している。 

   平成 26 年には、すこやか給食センター豊里が、令和２年には、ほがらか給食

センター谷田部が、学校給食衛生管理基準に適応した最新の施設として供用を開

した。 

一方、筑波学校給食センターは供用開始後 17 年、茎崎学校給食センターは供

用開始後 40 年が経過し、建物や設備・機器等の老朽化が進んでいる。 

特に、茎崎学校給食センターの老朽化は著しく、調理環境の悪化や衛生管理、

安全面において支障をきたす恐れがある。 
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(2) 現状の課題 

①沿線開発地区の人口増加に伴う学校新設により、必要食数が急激に増加してい

る。今後も新設校の建設が控えており、早急な対応が必要となる。 

 ②人口増加地域の学校に給食を提供している、すこやか給食センター豊里及びほ

がらか給食センター谷田部は、既に調理能力に等しい食数を提供しており、こ

れ以上の食数増加への対応は難しい。 

 ③食数増加への対応として、給食センター配送校の見直しを行う場合、現アレル

ギー対応除去食提供校については、引続き、アレルギー対応除去食を提供でき

る給食センター（すこやか給食センター豊里、ほがらか給食センター谷田部）

からの配送としなければならない。 

④茎崎学校給食センターの老朽化が著しく、以下のような課題があげられる。 

・建築基準法の旧耐震基準に基づき昭和 55 年に建設されているため、昭和 56

年の建築基準施行令改正による現行の耐震基準を満たさない既存不適格建

築物となっている。 

・設備が老朽化しており、設備機器の故障が頻繁に発生し、製造部品等の確保

が難しい。 

・学校衛生管理基準にある各部屋単位での衛生管理区分がされていない等、同

基準に適合しない項目が多数認められる。（3 項～5 項参照） 

・食物アレルギー対応除去食を提供する専用調理室が設置されていない。 

・見学スペースや研修室が整備されていないため、多様な食育に関する活動等

を行うことができない。



＜茎崎学校給食センター＞
学校給食衛生管理基準との対比①

学校給食衛生管理基準 現状施設 （判定）

1 二次汚染防止の観点から、汚染作業
区域、非汚染作業区域及びその他の
区域に部屋単位で区分すること。

下処理室、保管室(冷蔵庫、冷凍庫、調味料
庫)、調理室、洗浄室に部屋単位で区分されてい
るが、汚染作業区域と非汚染作業区域が直接往
来できる構造（写真①）となっている。

×
2 検収、保管、下処理、調理及び配膳
の各作業区域並びに更衣休憩にあて
る区域及び前室に区分するよう努める
こと。

検収と下処理が一体であり、それぞれ区分がな
されていない。(写真②) ×

3 ドライシステムを導入するよう努めるこ
と。また、ドライシステムを導入していな
い調理場においてもドライ運用を図る
こと。さらに、ウエットシステムの場合は、
耐水性材料による腰板を使用すること。

ウェットシステムであり、シンクや洗浄機から排
水溝に排水する構造や排水接続がない箇所が
見られる（写真②A）。
シンクや球根皮剥き機、回転釜等の各厨房機
器の仕様がドライシステムに対応していない。
（写真②B・②C）

×

4 作業区域の外部に開放される箇所に
はエアカーテンを備えるよう努めること。

外部に開放される下処理室、洗浄室ともにエア
カーテンは設置されている。 ○

5 食品を取り扱う場所は、内部の温度
及び湿度管理が適切に行える空調等
を備えた構造とするよう努めること。

加熱機器の換気フードは設置されているが、そ
の他は天井ルーフファンによる換気であり、適切
な空調等は備えられていない（写真③A）。
また、壁や天井の構造が簡素で空調管理が行
い難い。

×

6 食品の保管室は、専用であること。ま
た、衛生面に配慮した構造とし、食品
の搬入及び搬出に当たって、調理室を
経由しない構造及び配置とすること。

下処理室から出入りできる位置に食品や備品
の保管室が設けられているが、湿度の高い環境
において衛生的ではない。 △

7 外部からの汚染を受けないような構
造の検収室を設けること。

検収室と下処理室が同じな上、野菜・肉・魚類
が一緒になっている（写真③B）。 ×

写真① 検収・下処理室と調理室の往来

食品庫

調理エリア

写真②A 検収・下処理室の往来

写真②B 土手が付いていない作業台 写真②C ドライシステムに非対応のシンク

天井ルーフファン

写真③A 調理室の空調・換気設備 写真③B 肉・魚・野菜類が同じ検収室

洗浄室

外部

検収・下処理

シンク

3



学校給食衛生管理基準 現状施設 （判定）

8 釜周りの排水が床面に流れない構造
とすること。

ピットが浅く、排水時の水はねが激しく、床に飛
散する。（写真④） ×

9 機械及び機器については可動式に
するなど、調理工程に合った作業動線
となるよう配慮した配置であること。

シンク周りの作業台が固定式であり、毎日の調
理工程に合った作業動線とすることは難しい。 ×

10 床は破損箇所がないよう管理するこ
と。

錆が進行し、壁にもクラックが入っている。
（写真⑤） ×

11 給水給湯設備は、必要な数を使用に
便利な位置に設置し、給水栓は、直接
手指を触れることのないよう、肘等で操
作できるレバー式等であること。

給水栓は通常の蛇口またはボールバルブによ
る開閉となっており、手指を触れないと操作でき
ない箇所がある。（写真⑥） △

12 食肉類、魚介類、野菜類、果実類等
食品の種類ごとに、それぞれ専用に調
理用の器具及び容器を備えること。ま
た、それぞれの調理用の器具及び容
器は、下処理用、調理用、加熱調理済
食品用等調理の過程ごとに区別するこ
と。

容器・器具類は収納されており、適切な区別が
なされているか確認できていない。

－

13 シンクは食数に応じてゆとりのある大
きさ、深さであること。また、下処理にお
ける加熱調理用食品・非加熱調理用
食品及び器具の洗浄に用いるシンク
は別々に設置するとともに、三槽式構
造とすること。さらに、調理室において
は食品用及び器具等の洗浄用のシン
クを共用しないこと。あわせて、その他
の用途用のシンクについても相互汚染
しないよう努めること。

下処理のシンクは三槽式それぞれ１台のみの
設置であり、槽の数・台数ともに十分でない。
（写真⑦）

×

写真⑦ 下処理用三槽シンク

写真④ 回転釜の排水

写真⑥ シンク用蛇口形状

写真⑤ 床の破損

＜茎崎学校給食センター＞
学校給食衛生管理基準との対比②
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学校給食衛生管理基準 現状施設 （判定）

14 冷蔵及び冷凍設備は、食数に応じた
広さがあるものを原材料用及び調理用
等に整備し、共用を避けること。

原材料用の冷蔵・冷凍庫は整備されているが、
真空冷却後の保温など調理用の冷蔵設備が備
えられていない。

×
15 調理場における食品及び調理用の
器具や容器は、床上６０ｃｍ以上の置
台の上に置くこと。

食材が、L型運搬車上に乗っており、床上60cm
が守られていない。（写真⑧） ×

16 学校給食従事者専用の便所は、食
品を取扱う場所及び洗浄室から直接
出入りできない構造とすること。また、
食品を取扱う場所及び洗浄室から３ｍ
以上離れた場所に設けるようつとめる
こと。さらに、便所の個室の前に調理衣
を脱着できる場所を設けるよう努めるこ
と。

専用便所が調理室入口に近接はしているが、
３ｍ以上の距離が確保されている。

○

17 学校給食従事者の専用手洗い設備
は、前室、便所の個室に設置するとと
もに、作業区分ごとに使用しやすい場
所に設置すること。
肘まで洗える大きさの洗面台を設置
するとともに、給水栓は、直接手指を触
れることのないよう、肘等で操作できる
レバー式、足踏み式又は自動式等の
温水に対応した方式であること。

専用手洗い設備が前室や作業区分ごとに設置
されているが、大きさや給水栓の構造がじゅうぶ
んでない（写真⑨）。

×

写真⑧ サイノ目切機

写真A 床・壁面の劣化

写真⑨ 検収用の秤

写真B 埃だまりになりやすいフード

写真C 埃だまりになりやすい配管＜その他＞
１．床面のひび割れや壁麺が劣化しており施設の老朽化が著しい（写真Ａ）。
２．各種配管やフード類が露出しており、埃だまりになっており、落下菌の要因になる（写真Ｂ・Ｃ）。
３．配管類の錆が発生しており、衛生的ではない（写真Ｄ）。

写真D 配管の錆

＜茎崎学校給食センター＞
学校給食衛生管理基準との対比③
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以上のように、当市の給食提供において、児童生徒数の急増への対応が急務であ

るが、上記②、③などの理由から、現存する給食センターだけで本課題を解決する

ことは、ほぼ不可能である。 

供給能力増強のためには、老朽化が著しく、上記④のとおり、多くの課題を抱え

る、現行の茎崎学校給食センターを廃止し、市全域を考慮した調理能力と学校衛生

管理基準に適応した新学校給食センター（以下「新センター」という）の整備が必

要である。 

 

 

２ 基本方針 

  新センター整備については、つくば市立学校給食センター整備基本計画（平成 22

年 11 月）で示された施設整備方針を踏襲し、（1）から（6）については、以下のと

おりとする。 

  なお、（7）については、すこやか給食センター豊里及びほがらか給食センター谷

田部の整備を終えた現在の状況に鑑み、新たに追加するものとする。 

(1) 確実な衛生管理体制 

   ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Point：危害分析・重要管

理点）の考え方に基づく「学校給食衛生管理基準」等に適合した施設を整備す

る。 

   具体的には、汚染区域と非汚染区域の明確な分離、適切な温度管理、ドライ

システム対応施設とする。 

 

(2) 安心・安全でおいしい給食の提供 

    学校給食の安全性を確保し、多彩な献立に対応できる設備の整った調理施設

とする。 

また、すこやか給食センター豊里及びほがらか給食センター谷田部で提供し
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ているアレルギー対応除去食を、新センターでも提供できるよう、専用調理室

を設ける。   

 

(3) 効率のよい調理環境の確保 

    新センターにおいても、相当食数の調理が見込まれるため、最新の調理機器

の導入、効率的な調理機器の配置により調理作業の効率化を進める。 

    これにより、学校給食への多様なニーズに応じながら、調理後２時間以内に

喫食という要件を満たすことのできる調理施設とする。 

 

(4) 食育の推進と食育啓発活動 

    地産地消の推進や伝統的な郷土料理、行事食に関する指導の充実など、学校

と連携を図りながら食育の普及啓発を進める。 

    また、児童生徒のみならず、研修、展示、見学機能を充実させ、地域におけ

る食育推進施設の役割を果たせる施設とする。 

 

(5) 環境負荷の低減 

     節水器具、LED 照明、コンピュター制御による消毒保管庫の最適化運転シ

ステム等を導入することにより、エネルギー使用量の削減、CO₂の排出抑制

など環境に配慮した施設とする。 

 

(6) 維持管理費の効率化 

     新センターの整備にあたっては、前記の機能を重視しながらも、施設の機

能を低下させることなく、経済性・効率性に配慮した整備を行うとともに、

学校給食センターの建設・運営に最適な事業手法を検討する。 

     長期的な将来を見据えた持続可能な施設とする。 
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(7) その他 

     新センター開所後の配送校の再編成を考慮すると、すこやか給食センター

豊里及びほがらか給食センター谷田部で使用している、食器、食器カゴ、コ

ンテナ、その他厨房用備品等について、互換性のある施設が望ましい。 

 

 

３ 必要食数の推計 

  令和２年３月に策定された「つくば市学校等適正配置計画（指針）」では、今後、

児童生徒数は、毎年増加を続け、令和 11 年度に最大の 25,627 人になると予想され

ている。（※学園の森義務教育学校学区内において今後５年で計画戸数 100％を達

成、みどりの義務教育学校学区内において今後 10 年で計画戸数 100％を達成する

とした場合）（表 1 参照） 

  この値に、幼稚園児、教職員、県立並木中等教育学校を加え、必要となる最大食

数は、約 29,000 食と想定される。 

  既存の４センターにおける設計上の調理能力は 26,500 食であるが、当市の児童

生徒数の増加は著しく、令和４年度には必要食数が調理能力を上回ることが予想さ

れる。 

  令和元年度において、すこやか給食センター豊里が、調理能力を超えた 9,500 食

を調理、提供していた実績があること、さらにほがらか給食センターの消毒保管庫

を増設することによって 700 食分ほどの余力が見込めることに鑑み、供給可能最大

数を 28,200 食と想定しても、令和８年度には、必要食数の提供が不可能となるこ

とが予想される。 

  児童生徒数が急増するなかでも、継続的に学校給食を供給することは自治体の責

務であり、その責を果たすべく、新センターの整備事業は早急に着手すべきである。 
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≪表 1≫今後の必要食数の推移           

 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11 

小学校 10,871 11,059 11,038 10,994 11,017 11,113 11,221 11,260 11,282 11,315 

義務教育学校
（前期） 

4,213 4,628 5,062 5,568 5,842 6,089 6,314 6,418 6,401 6,274 

中学校 4,819 5,053 5,191 5,184 5,166 5,107 5,062 5,094 5,125 5,072 

義務教育学校
（後期） 

1,324 1,526 1,681 1,811 1,995 2,172 2,403 2,563 2,763 2,966 

県立並木中等 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 

幼稚園 747 747 747 747 747 747 747 747 747 772 

教職員 2,096 2,124 2,140 2,147 2,161 2,171 2,179 2,185 2,185 2,183 

合計 24,548 25,615 26,337 26,929 27,406 27,877 28,404 28,745 28,981 29,035 

R２は実数、R３以降は推計（単位：食） 
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≪表２≫センター別提供食数の推移 

 すこやか 

（調理能力 8,500 食） 

ほがらか 

（調理能力 12,000 食） 

筑波 

（調理能力 2,500 食） 

茎崎 

（調理能力 3,500 食） 

Ｒ２年度 8,669 12,124 1,764 1,991 

Ｒ４年度 9,515 13,287 1,647 1,888 

Ｒ６年度 9,935 14,191 1,544 1,736 

Ｒ８年度 10,161 15,185 1,467 1,591 

R２は実数、R３以降は推計（単位：食） 

                  

 

 

 ≪表３≫新センター調理能力の設計（単位：食） 

４ 新センターの規模等

について 

(1) 調理能力（提供食数） 

表１において、令和

11 年度には、全給食セ

ンターで 29,000 食程

度の調理能力が必要

であるとの推計から、

表３のとおり、新セン

ターは、6,000～7,000

食の規模が必要となる。 

また、供用開始から 18 年目を迎えた筑波学校給食センターだが、建物や設備・

機器等の老朽化が進んでおり、近年はボイラー、食器洗浄機、食缶洗浄機、揚物

機等、大規模な設備更新が続いている。一般的な給食センターの耐用年数が 30 年

から 40 年であることから、つくば市全体の調理能力を設定する際には、筑波セン

給食センター名 

食数 

R2.4 

提供数 
調理能力 

筑波センター 

閉所後 

筑波 1,764 2,500 ― 

ほがらか 12,124 12,000 12,000 

すこやか 8,669 8,500 8,500 

茎崎 1,991 ― ― 

新センター ― 6,000～7,000 6,000～7,000 

合  計 24,548 29,000～30,000 26,500～27,500 
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ターの閉所も想定する必要がある。 

一方、令和 14 年頃までは、29,000 食程度の需要が見込まれるが、その後、必

要食数は徐々に減少し、令和 20 年には 24,000 食ほどとなることが予想される。 

今後様々な社会的要因の変化によって、児童生徒数について、現推計値とズレ

が生じてくることが十分に予想されるため、今後の人口増加を見極めながらの調

理能力の設定が必要となるが、食数ピーク時に対応し、かつ筑波学校給食センタ

ー閉所後の調理能力にも勘案して、新センターの調理能力は 7,000 食とし、以下

方針を定めることとする。 

これにより、全センターの総調理能力は 30,000 食となる。 

 

(2) その他の施設形態（運用方法） 

 ① 運用方式及び献立数 

学校衛生管理基準に基づくドライ運用とし、２献立とする。 

 ② 調理設備 

食物アレルギー専用調理室を設け、乳・卵除去食を提供する。 

 ③ 除害施設処理方式 

 担体流動ばっ気方式（新谷田部センターと同様の方式。専用の濾材を使用する

ことにより微生物の管理が容易）を検討。 

 ④炊飯用設備 

現在つくば市は、茨城県学校給食会との契約に基づき、主食の提供について 

は、民間加工工場に委託している。しかし、近年、後継者問題、施設の老朽化 

問題、衛生管理問題等、県内主食業者をとりまく状況には課題が多く、廃業す 

る業者も少なくない。 

 そのような状況に鑑み、新センターにおいては、炊飯用設備の導入、自前に

よる米飯提供を積極的に検討すべきである。 
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５ 建設候補地について 

(1) 必要な敷地面積について 

４－(1)で決定した、7,000 食規模の給食センターとする場合、8,500 食の設計

であるすこやか給食センター豊里の敷地面積が 8,364 ㎡であることから、（ただ

し、職員の駐車場を含まない面積であることを踏まえ）9,000 ㎡程度の土地が必

要と見込まれる。 

 

(2) 建設候補地について 

建設候補地としては、「現茎崎学校給食センター敷地」、「茎崎地内の公有地又は

新たな土地の購入」、「新設予定校又はその隣接地」そして、「閉所センター跡地の

利用」の４つが考えられる。 

① 現茎崎学校給食センター敷地に建設 

現在地は、茎崎中学校の隣地であること、これまで現センターが立地してい

た実績があり、廃棄物から生じる異臭等に係る近隣住民とのトラブルが少ない

などメリットがある。しかし、出入口の斜路がややきつく、周辺道路も狭い。 

さらに、敷地が狭隘であり、５－(1)の面積を確保できないため、現茎崎学校

給食センター敷地での建て替えは困難である。 

② 茎崎地内の公有地又は新たに土地を購入 

現在地以外に建設する場合は、茎崎学校給食センターを稼働させながら給食

を提供できるというメリットがある一方で、新たな土地の確保という問題が生

じる。 

市有地としては、旧茎崎庁舎跡地が第一候補として挙げられるが、公有地利

活用推進課によると、既に他の用途で準備中であり新センターの建設は難しい

とのことである。 

また、管財課においても、新センターを建てられる面積の土地はないとのこ

とである。 

以上、市有地としては候補地が存在しないことから、新たに土地を購入する
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ことになるが、候補地の選定、地権者との交渉、近隣住民への説明等が必要で

あることから、新センターの供用開始までは相当の期間を要する。 

③ 新設予定校に併設又はその隣接地に建設 

市内でも特に人口増加率が高いみどりの駅周辺地域の児童生徒の増加に合

わせ、みどりの学園の南に新設校予定地がある。しかし、住宅地が隣接してい

ることなどから、新センターの建設地としては望ましくない。 

また、新センターが建設された場合、食材搬入車や、給食配送車が頻繁に出

入りすることとなり、通学路の安全確保に支障が生じる。 

④  閉所センター跡地の利用 

  令和２年３月に閉所となった桜学校給食センター（天王台２-２-２）及び 

 大穂学校給食センター（若森 1645-２）の跡地は、今後の利活用予定が未定で

ある。 

  桜学校給食センターの敷地面積は、10,037 ㎡、大穂学校給食センターの敷地

面積は、2,605 ㎡であり、５－(1)の面積を確保できるのは、桜学校給食センタ

ー跡地となる。実際、桜学校給食センターの調理能力は、7,000 食であり、新

センターの規模と同等であった。 

  桜学校給食センターは、市の北東部、中心からおよそ４㎞圏内に位置する。

主要幹線道路に面しており、住居系用途地域であるが、周辺に住居などは見ら

れない。沿線開発地域と並んで、今後人口の増加が見込まれる中根・金田台地

区にも近く、新センター建設のための各種要件を満たしている。 

  既に市有地であることから、土地の購入、地権者との交渉等の必要がなく、

周辺住民の理解も得やすいと思われるが、桜学校給食センターの建物は残って

おり、解体のための期間と費用が発生する。 
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≪図１≫現センター及び閉所センター位置図 

筑波学校給食センター 

大穂学校給食センター（閉所） 

桜学校給食センター（閉所） 
すこやか給食センター豊里 

ほがらか給食センター谷田部 

茎崎学校給食センター 
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６ 財政負担及び工期 

(1) 予算及び財源の確保 

 新センター建設に係る経費については、これまでと同様、特定財源の確保に努

めながら進めていく。 

 新センターの提供能力を 7,000 食規模とした場合の概算は以下のとおりである。 

 

① 茎崎地内の公有地又は新たに土地を購入する場合（５-（2）-②） 

通常の施設建設に必要な設計委託料、工事管理委託料、建設工事費等のほか

敷地造成工事費及び土地購入費として、およそ 200,000 千円が必要である。 

 

  ②桜学校給食センター跡地を利用する場合（5-（2）-④） 

通常の施設建設に必要な設計委託料、工事管理委託料、建設工事費等のほ

か解体設計委託料及び解体工事費として、およそ 84,000 千円が必要である。 

 

≪積算根拠≫ 土地価格：15 千円／㎡（参考実勢価格） 

         延床面積：3,880 ㎡ 

         敷地造成費用：（ほがらか給食センター実績参考） 

         解体費用：（参考：旧谷田部学校給食センター解体費用参考）  

 

 

(2) 供用開始までのスケジュール 

基本・実施設計で約 16 か月、建築工事で約 17 か月、解体工事等をそれらと並行

して施工しても３年程度、その他入札、議決等のタイミングもあることから、供用

開始までは、４年以上の期間が必要と見込まれる。   

また、新たに土地を購入する場合、上記期間の他に、諸条件を満たす用地の選定、

地権者との交渉、近隣住民への説明等 の期間が必要となる。 
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７ 施設整備計画（案） 

(1) 建設候補地 

   上記５及び６から、立地条件、財政負担、工期等、総合的に判断して、桜学校

給食センター跡地を建設候補地とする。 

 

(2) 施設概要 

   近年整備されたすこやかセンター及びほがらかセンターと同じく、鉄骨造２階

建てとし、１階に調理関連部門各室及び事務関連部門各室を設け、２階にその他

各室（調理員休憩室、見学機能等）を設ける。 

   調理能力については、7,000 食２献立を調理提供する施設とする。食物アレル

ギー専用調理室や炊飯設備を備えることにより、安心安全な給食提供に資する。 

 

(3) 供用開始時期 

   桜学校給食センター跡地に建設することにより、令和７年４月供用開始を目指

す。これにより、既存施設の調理能力の限界を迎える前に、新センターの整備が

完了し、継続した学校給食の安定供給が可能となる。 

 

(4) 給食センター棟 

   敷地の南側に出入口を設け、敷地西側に接する東大通りへ円滑な通行が行える 

ようにする。出入口に面して、一般用玄関及び事務室を設け、来客、施設見学者、 

職員等が円滑に出入りできるようにする。 

   食材搬入車、給食配送者等が安全に通行できる道路を敷地内に確保しつつ、給

食センター棟を適切に配置する。    

 

(5) 駐車場 

   50 台以上の駐車場と自転車駐車場を設置する。また、大型バス１～２台分ほど

の駐車スペースを確保する。 
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   ７台程度の給食配送車の駐車スペース、２台程度の米飯配送車の駐車スペース

も併せて確保する。 

 

(6) 外構 

   敷地外周の処理については、敷地測量の結果に基づき、検討する。 
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（1） パブリックコメント実施結果について 

（2） つくば市学校給食センター整備方針の策定について 

会

議

次

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議題 



 

第 

 

（１）パブリックコメント実施結果について 

（２）つくば市学校給食センター整備方針の策定について 

４ 報告 

 （１）つくば市地産地消推進ガイドラインについて 

５ 閉会 

 

 ＜審議内容＞ 

１ 開会 会議の成立 

２ 会議の公開・非公開 会議及び会議録の公開について報告・説明 

３ 議事                                     

（１）パブリックコメント実施結果について 

 会 長： （１）パブリックコメント実施結果について事務局から説明をお

願いします。     

事務局：（資料に基づき説明） 

事務局： パブリックコメントの結果を受けまして、事前に本審議会の委員

様よりいただいたご意見がございますので、この場で紹介させてい

ただいてもよろしいでしょうか。 

会 長： お願いします。 

事務局： 事前にお配りしました意見記入用紙に４つほど質問がございまし

た。それに従ってご説明いたします。 

まず、必要食数の推計についての意見及び市の考え方についての

ご意見です。つくばすこやか給食センター豊里は、供用開始後、調

理能力を超えて運営した時期があり、つくばほがらか給食センター

谷田部は供用開始初年度からほぼ調理能力数を満たして運用してい

る。調理能力を超えた運用は、施設設備に負荷がかかり耐用年数も



 

下がる。必要食数の推計は現行の５年ごとの見直しではなく、細分

化することが望ましい、といったご意見をいただいております。 

     次に、新センターの規模等についての意見及び市の考え方につい

てのご意見です。新センターの規模は急激な食数増加に対応するた

めには妥当と考える。大規模なセンター方式を採用することで児童

生徒が不利益を被らないよう市として工夫が必要。例えば栄養教諭

・学校栄養職員の配置人数を増やし、食に関する指導を充実させる

ことなどが挙げられる。 

     次に、建設候補地についての意見及び市の考え方に対するご意見

です。閉所センター跡地の利用として桜給食センターの跡地に建設

することは妥当だと考える。ただし、桜給食センターは旧式のウェ

ットシステムであり、同規模の調理能力であっても、新センターは

ドライシステムのため、必要な敷地面積は増加する。炊飯設備を併

設するのであれば、作業動線などをしっかりと考慮し、十分な面積

がとれるかどうか入念な検討が必要である。 

     最後にその他今回のパブリックコメント実施結果についてのご意

見です。整備方針案 13 ページの施設設備計画の供用開始時期につい

て、令和 7 年 4 月とされている。しかし、4 月供用開始だと新セン

ターの試運転や諸準備を年度末に行う必要があること、４月は学校

の教職員やセンター職員の異動時期と重なることから、引継ぎを受

けた教職員が慣れない中で新センターの運営や学校での対応を行う

こととなる。衛生管理や食物アレルギー対応を徹底し、安全安心な

給食提供ができるよう、現場に少しでもゆとりのあるスケジュール

としてほしい、といった意見をいただきました。以上事務局からの

説明になります。 

 会 長： ありがとうございました。ただいまの説明に対してそれぞれ委員



 

の皆様から何かご質問、またご意見等ございましたらお願い申し上

げます。 

 会 長： 若干時間を取りたいと思いますので、改めて目を通していただい

て、大切な審議・答申にむけてまとめていきたいと思いますので、

ご検討いただければと思います。 

 会 長： お考えになりながら進めさせていただければと思います。随時ご

発言をお願いいたします。 

ただいまご説明いただいたこれまでの経過等を考えますと、必要

食数の推移についての意見は、つくば市は、令和 11 年以降も増加し

続けるケースの想定や、幼稚園の 3 年保育開始を見込んで食数を若

干増やす必要がある等の意見がありました。 

      また、新センターの規模についての意見については、10,000 食以

上を調理するとなると食中毒のリスクが高くなるのではないか。小

規模だと地元の農業生産者からの販路を開拓され、地産地消の推進

ができるのではないか。などの意見がありました。それらの意見に

対し、「学校給食衛生管理基準」等に適合した施設として整備し、

確実な衛生管理体制及び設備のもと、集中した衛生管理を行ってい

くこと。また、地産地消については、「つくば市の学校給食におけ

る地産地消推進ガイドライン」に基づき、地場産物を学校給食に積

極的に活用し、食育と地域経済の振興につなげる体制づくりを推進

していくという市の考えでした。 

前回の審議会で事務局からの説明にありましたように令和 2 年 3

月に策定された「つくば市学校等適正化配置計画（指針）では、今

後、児童生徒は、毎年増加を続け、令和 11 年度に最大の 25,627 人

と予測され、この値に、幼稚園、教職員、並木中等教育学校を加え

ると 29,000 食と想定されるとのことでした。必要食数ピーク時にお



 

ける 7,000 食の不足分について、給食センター整備に約 4 年かかり、

急激に増加する児童生徒に対して、早急な対応が求められるという

ことでした。財政面を考慮するといくつも給食センターを建てるよ

り、建築費用やランニングコストが抑えられ、7,000 食の新給食セ

ンターの建設は、必須であるとのことでした。建設候補地について

の意見は、桜学校給食センター跡地に予定とのことでしたが、先ほ

ど事務局からの説明では、茎崎地区における学校給食センターの在

り方について、再検討の必要があるとの見解もございました。その

他の意見として、自校式のご意見もございましたが、茎崎地区の給

食センターの必要性も含めて今後給食に対する在り方を検討してい

く場が必要であるとのことでございます。そういったことを含めて

の委員の皆様からのご意見等ございましたらお願いいたします。 

今後かなり児童生徒数が急増していくつくば市でございまして、

学校建設も急ピッチでさまざまな取組・検討を審議し、想定を超え

るような判断をしながら進めているところがございます。合わせて

給食センターにつきましても、29,000 食を想定ということでござい

ますが、この数字につきまして心配もあります。お話がありました

ように、桜地区に作るセンターについては、パブリックコメントを

含めた結果でのお話であり、茎崎の給食センターや自校式等を含め

たものを今後検討していくということで進めさせていただくような

お話になっております。 

委 員： 茎崎地区における学校給食のセンターの在り方、それと今後学校 

 給食の在り方について幅広く議論する場を設けるということは、具

体的にはどういう場を考えていらっしゃいますか。 

事務局： 茎崎の在り方と今後の検討ということですが、茎崎の給食センタ

ーにつきましては、当初廃止ということで明記をしていたところな



 

のですが、今回さまざまなご意見や問題提起があって、私たちも今

後考えなければいけないということで、例えば茎崎給食センターの

建て替えであったりとか、建て替えについてさらに自校式で行うの

かなど、そういったものを深く私たちの方で検討する場を設けてい

きたいと考えております。学校給食の在り方につきましても、今ま

で給食センターに対する話の場はありましたが、例えば自校式や食

育など広く給食について議論する場がなかったというご意見もござ

いまして、そういう場をもって、さらによりよい給食の在り方につ

いて、みなさんと意見を話し合えればよいと思って、検討していき

たいと思います。 

委 員： 具体的にはどういうふうに、例えば広く意見を求めるときにどう 

 いう場を考えていますか。 

事務局： 例えばこの運営審議会のように、さまざまな分野の方から意見を

いただきたいと考えております。例えば栄養士であったりとか保護

者の方であったりとか、さまざまな分野という形で皆様とお集まり

ができればということで、今検討をしているところです。 

委 員： それは公開でやるのですか。 

事務局： 内容にもよりますので、そこは検討していきたいと考えておりま

す。 

委 員： ありがとうございました。 

会 長： その他ございますか。今ほどのご質問でございますけども、各界

の代表の方が委員になっていただいており、PTA、保護者を代表して

来られている方々もいらっしゃいます。市内に学校がたくさんある

中での連絡協議会の会合の場で、報告や周知をし、ご意見を吸い上

げることは相当時間もかかります。教育局に置かれましては、PTA

の代表の方に負担にならないように、各 PTA 連絡協議会を通じなが



 

ら、説明・意見集約等をし、各委員の方にも報告をしていただけれ

ばと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、パブリックコメントに対する市の考え方については、

ただ今ご意見いただいた内容に修正することでよろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

 では、進めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

（２）つくば市学校給食センター整備方針の策定について 

会 長： つくば市学校給食センター整備方針の策定について事務局から説

明をお願いします。     

事務局：（資料に基づき説明） 

 会 長： ありがとうございます。ただいまご説明いただいたことにつきま

して委員の皆様からご意見、ご要望等ございましたらお願いいたし

ます。 

      今ご説明いただきましたように、多方面からご意見・ご要望いた

だいた案を基に、答申案としまして、つくば市学校給食センター整

備方針（案）の通り策定することを承認することになります。しか

し、パブリックコメントの意見や今回、この給食センター運営審議

会を含めてご意見いただきました茎崎地区での給食センターの在り

方について検討した方がよいということ、そして自校式を含めた給

食の在り方を検討する場を設ける必要があるという付帯意見を付し

ての答申をすることで進めていきたいと思いますけども、いかがで

しょうか。ご意見等ございましたら、挙手をお願いします。 

委 員： 新センターの建設につきましては、児童生徒が急激に増加してい 

るという状況から、整備を急がなければならないのではないかとい



 

うことを私も思っております。また、跡地を活用して桜に同程度の

規模で作ることもよいと思っています。ドライシステムというと想

像がつかない方もいるかもしれませんが、古い給食センターは、床

を濡らしても大丈夫な状態で運用していくというものだったのです

が、食中毒防止の観点から、床を濡らさずに、一方通行のラインで

給食を提供して出していくというシステムが、ドライシステムとい

うことになります。なので新センター建設の際には、十分な広さを

確保した新センター建設ということを事務局には十分検討しながら

進めていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

もうひとつ供用開始時期についての意見なのですが、現在の整備

の計画では令和 7 年 4 月に供用開始となっているかと思います。新

年度は学校現場にとっていろいろなことが変わる時期で、先生も異

動で変わる、担任の先生も変わる、子どもたちも新入生が入ってく

る、そんな中で先生方は給食にも真摯に取り組んでおられます。し

かし、学校は給食だけを司っているわけではなく、教育全体のこと

を司っておられる場所ですので、4 月の一番慌ただしい時期に供用

を開始することがよいのか、改めて十分検討していただけると大変

ありがたいと思っています。 

事務局： 敷地の面積、建物の面積等につきましては、十分に検討していき

たいと考えております。また設計段階で、現場の栄養士の方々など

からご意見をいただく機会を設ける予定でおりますので、そういっ

たものを生かして検討を進めていきたいと考えております。供用開

始については、ご意見も踏まえまして、今後どういったことができ

るのか、さらに検討していきたいと考えております。 

委 員： 今年度の予算編成の状況を見させていただいたのですが、給食セ 



 

ンター建設に要する経費として、予算が計上されていますが、何を

する予算でしょうか。 

事務局： 今年の予算は、まず桜の学校給食センターの解体設計委託があり

ます。解体をする前に設計をしますので、その予算が約 240 万円で

す。また、桜学校給食センターの建築工事の設計なのですが、令和

３年と４年で２年続けて行うような設計で、令和３年として約 2,200

万円、給食センター建設計画の基本計画を作るのに約 49 万円、あと

は桜給食センターの敷地の測量を行う委託料ということで、約 396

万円、合計 2892 万円を計上させていただいております。 

会 長： 先週金曜日に、数名の議員で給食センターを視察させていただき

ました。今ドライのお話がございましたけども、仕事がすべて終わ

ってからきれいに拭けばよいと思っておりましたが、仕事をしなが

らであっても、その都度きれいに拭き掃除をしているのを見まして、

衛生管理が徹底されていました。また、朝礼をしているところを視

察した際に、他の議員が感心してうなずいていたのですが、他県で

の事故の事例を説明して、そのようなことがあるので、緊張感を持

って、事故が起きないように気を付けましょうと言っておられまし

た。また最後に、今日も子どもたちのためにおいしい給食を作りま

しょうということで終わっていて、すごくうれしく思って帰ってま

いりました。 

     現場の先生方、職員の方々、作業する方々が、年度末や年度初め

ですとかなり煩雑な時期ですので、ぜひご検討いただければと私も

思っております。 

     それでは皆様から確認させていただいたことを含めまして、よろ

しければ教育長への答申につきましては、正副委員長に一任をさせ

ていただいてよろしいでしょうか。 



 

    （異議なし） 

     ありがとうございます。なお、この答申につきましては、審議委

員の皆様に後日答申書の写しを送付させていただきたいと思いま

す。 

 

４ 報告 

（１） つくば市地産地消推進ガイドラインについて 

会 長： （１）つくば市地産地消推進ガイドラインについて事務局から報

告をお願いします。     

事務局：（資料に基づき説明） 

 会 長： ありがとうございました。ただいまの地産地消推進ガイドライン

についての説明に対するご質問、ご要望などありましたら、ご発言

をお願いいたします。 

大切なことですので、若干時間をとりますので、再度目を通して

ご検討ください。 

委 員： 前回の会議で地産地消についてどうなっているかとお伺いさせて 

いただきまして、事務局の方たちにもいろいろとお聞きしたのです

が、ガイドラインなども作っており、いろいろ努力をしているのが

よくわかってうれしかったです。食育教育について、子どもたちに

食事というのがどれだけ健康にいいのかということをわかっていた

だく食育教育もしていただいているというのもわかりました。私た

ちが子どもの頃はすぐそばに田んぼがあって、学校でも田んぼを作

っていたりと、そういう時代だったので、食がどのように届けられ

るかが身近なことでした。今はお魚というと切り身をイメージする

ような子どもたちも増えているのではないかと思っています。です

から食育教育の中で、お米がどういう風にして作られているか、現



 

場に行くということも必要かと思います。 

先生たちの業務が増えているとお聞きしておりますので、そうい

うこともやるのは気の毒には思いますが、子どもたちにとって食は

すごく大切だということと、どのように届けられるのかということ

を現場で見る食育もあってもよいかと思います。ご検討していただ

けるのであればよろしくお願いします。 

事務局： 今年はコロナ渦ということで、できなかった授業もありますが、

学校ごとで生産者に伺っていたという授業もあったので、今後そう

いったことが継続してできるよう、学校の先生方とも協議していき

たいと思います。自分たちの体に入るものがどのようにできるのか

ということは、食育教育の原点かと思いますので、検討していきた

いと考えております。 

委 員： うちの学校では、毎年 5 年生が米作りに関わっていて、地域の方 

 が無償で田んぼを貸してくださっているので、そこまで歩いて田植

えをやるし、稲刈りもやるし、そこの方がゲストティーチャーとな

って教えてくれるという取り組みをずっとしています。自分たちの

口に入るものを自分たちで作る経験は大切だと思っておりますの

で、ぜひ続けていきたいと思いますし、校長会とか学校の話し合い

の中でも、取り組み例を紹介することで、他の学校も取り組めるよ

うに工夫していきたいと思います。 

事務局： 実際にやられている学校はありますが、こちらとしては PR 不足な

のかなと大いに反省すべきところだと感じております。せっかく食

育教育をたくさんやっていただいているのに、広く知られていない

という部分において、現場の努力を皆様に見ていただいて、そこか

らまたフィードバックして気づきがあるのかと考えますので、PR に

ついても検討していきたいと思います。 



 

また、すべてではないのですが、幼稚園や学校に配膳員を配置し

て、給食の配膳をしていただいておりました。今年配膳員と面接を

させていただいた際に、配膳員お一人お一人が、子どもたちとのコ

ミュニケーションの中で、地場産の野菜の話などをしていることを

認識いたしました。今年度の夏ぐらいに、配膳員の研修も行う予定

なのですが、食育とか地産地消とかに関しても底上げをしていきた

いと考えております。 

会 長： 可能であれば食生活改善推進委員という立場から、何かご意見を

いただければと思います。 

委 員： 今年はコロナの関係で中学校に行くこともなかったのですが、7 

年生の授業でゲストティーチャーとしてお伺いして、出汁をとるこ

となどもやっています。出汁は顆粒の方がおいしいという子が多く

てショックですが、そういうこともやらせていただいています。こ

こは恵まれた土地ですから、生産者の方にも行かれるし、私たちと

しては、さらに地産地消を使った料理をやっていきたいと思ってい

ます。また、親と子をつないで食を考えていきたいと思っておりま

す。そして特に地産地消は重点課題にしたいと思っております。茨

城県は北海道に次いで野菜の生産が多いという話も、大人でも驚く

方もいらっしゃいますので、地産地消は食品ロスをなくすという話

と一緒に取り組んでいきたいと思っております。なにかありました

ら、食改の方にご連絡をいただきたいと思います。 

会 長： ありがとうございます。事務局をはじめ、給食センター職員の皆

様、そして学校の先生方、今ご説明のありました配膳員の方々、そ

れぞれ子どもたちにさまざまなご指導をされているということです

が、食改の方々は市内にたくさんいらっしゃいますので、ぜひ頼っ

ていただいて、よりいい方向に進めばよいと思います。 



 

会 長： PTA から何かあればお願いいたします。 

委 員： 皆様のやっていらっしゃることが大変素晴らしいと思って聞かせ 

ていただきました。ぜひ来年も引き続きよろしくお願いいたします。 

委 員： 幼稚園も食育に取り組んでいます。子どもたちが自分たちで苗を 

植えて、水をかけて、食物を収穫しています。今年は稲をやったり、

とうもろこしをやったり、そらまめとかも育てています。例年です

と、それを調理して子どもたちが食べて、嫌いだったものもおいし

いと感じることができて、給食に出てきたものも挑戦してみようと

なっていく姿を見ることができました。今年に関しては家に持ち帰

りでしたが、成長していく過程も保育の中に取り入れてますので、

今後も学校に上がっていく中で、１つでもそういった経験、そして

保護者の方にも食育ということで、学校から管理栄養士を招いて、

PTA の家庭教育学級なども通して、食育活動もしています。今後も

続けていきたいと思います。 

委 員： 今年学校給食会の会長をやらせていただいております。今年はな 

かなか活動ができない中で、管理栄養士が現場に行って生産者にイ

ンタビューをして、ビデオを撮り、それを教材にしていただきまし

た。例えば、２年生は給食センターの紹介、３年生は農家の仕事、

５年生ではこれからの食料生産、８年生は環境にやさしい食生活な

ど、私もすべて見させていただきましたが、担当の学年の先生と話

したら、教科書とぴったりとあって、よい授業ができたと言ってい

ました。なおかつ学校でもサツマイモを作ったり、２年生は野菜を

作ったりしています。また、近くの農家に行って、苦労した話も聞

いています。実際に体験することが大切だと思いますので、これか

らも毎年続けていきたいと思います。 

会 長： ありがとうございます。その他ございますでしょうか。 



 

委 員： 栄養教諭やセンターにいる管理栄養士で、今年度は 5 回ほど集ま 

りを持ちまして、食教育の教材の開発をいたしました。ただいま紹

介がありましたように、小松菜農家ですとかネギ農家に取材に行き

まして、栄養教諭たちが DVD 教材にまとめて、子どもたちに見ても

らえるように、学校の先生方に活用していただきました。来年度に

ついても、ただいま計画を作っておりまして、地産地消班でさらな

る教材の開発と、実際に生産者の方に来ていただいて授業をしてい

くゲストティーチャーも計画をしております。今後も連携しながら

進めていきたいと思っております。 

 会 長： ありがとうございます。その他ございますでしょうか。 

      多くの皆様から情報をいただいたり、ご発言いただきながら、子

どもたちのために、次の世代のためにということでございますけど

も、案件としての地産地消、それぞれ大切なことと理解しておりま

す。さらには地産地消のみだけでなく、地産多消もお考えいただけ

ればと思っております。つくばの学校給食において、さんまやいわ

し、バナナとかは当然地産地消というわけにはいきませんので、魚

は銚子や北海道の釧路から買い、釧路につくばの米を買ってもらう

ような、そういったトレードもうまく工夫することによって経済効

果とつくばの発信、発展ができればいいと思います。 

食育ということで、栄養士の先生方、食改の先生、学校の先生の

立場から、いろいろと取り組まれていると思います。食育を進めな

がら健康な体を育てる体育、感謝の気持ちや残さなど無駄にしない

ということでの道徳として徳育、小学校・中学校と成長過程の中で

美しく育てるような美育。給食を通じて、食育・体育・徳育・美育

となるようなつくば市の給食センターであればいいのかなと思いま

す。 



 

      改めて、なにかご意見いただけることがございましたら、食育・

地産地消ということを外して、全体的なことを含めて、ご意見いた

だけましたらと思います。ご要望でもけっこうです。 

      委員の皆様におかれましては、それぞれさまざまな代表で席につ

いていただいておりますので、今後気になることやご要望等ありま

したら、事務局の方に相談や申し入れをしていただければと思いま

す。それぞれ委員として交流を深めたり、私の方でも取り組みをし

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは本会における審議につきましては、すべて終了いたしま

した。ここで議長を退任いたしますが、スムーズな進行、またご意

見いただきまして、ありがとうございました。今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

５ 閉会 

事務局： 以上をもちまして本日の案件はすべて終了いたしましたので、つ

くば市立学校給食センター運営審議会を閉会いたします。本日は貴

重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。委員各位か

ら寄せられたご意見を今後の学校給食運営に役立てたいと思いま

す。 

会 長： 今後の審議日程等、分かっている範囲で何かありますか。 

事務局： 今回で案件はすべて終了しました。今後の方針案につきましては、

３月末に教育委員会が開かれますので、今回答申をいただいた後に、

教育委員会で決定していきます。この会としてはこちらの方針で、

方向性が決まりましたので、後ほど答申案を皆様に見ていただく予

定です。 
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（２）つくば市学校給食センター整備方針の策定について 

４ 報告 

（１）つくば市地産地消推進ガイドラインについて 

 

５ 閉会 
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様式第５号（第 10 条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメント実施結果報告書 

【案件名：つくば市学校給食センター整備方針（案）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年（2021 年）３月 

つくば市教育局健康教育課 
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■ 意見集計結果 

 

 令和３年（202１年）１月 22 日から２月 21 日までの間、（つくば市学校給食センター整

備方針 (案)）について、意見募集を行った結果、13 人（団体を含む。）から 28 件の

意見の提出がありました。これらの意見について、適宜要約した上、項目ごとに整理し、

それに対する市の考え方をまとめましたので、公表します。    

 

 提出方法別の人数は、以下のとおりです。 

提出方法 人数（団体を含

む。） 

  直接持参             1 人 

  郵便               人 

  電子メール             1 人 

  ファクシミリ             1 人 

  電子申請            10 人 

     合 計            13 人 

 

 

 

■ 意見の概要及び意見に対する市の考え方 

 

○  ３ 必要食数の推計（P,５） について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

必要食数の予測は、最新の

つくば駅周辺でのマンション建

設計画や、将来、新たに計画

される開発が十分に考慮でき

ているのか。 

つくば市では、学校の大規

模校化が深刻になっている経

緯があり、必要食数が上振れ

するケースや、令和 11 年以降

も増加し続けるケースを想定し

ておく必要があるのではない

か。 

 

 

 

  1 件 

 

必要食数については、令和 2 年

3 月に策定された「つくば市学校等

適正配置計画（指針）」に基づき、

予測しています。 

 本計画は、 

・土地区画整理事業などの開発が

行われている地区は、計画戸数

に対して実績戸数を除いた残り

戸数を加味して推計 

・公務員宿舎の売却が行われる場

合は、売却から 5 年後に住宅供

給が行われることを想定し、開

発人口を加味して推計 

・その他、既定のマンション開発等
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の計画がある場合は、その開発

人口を加味して推計 

などを基本的な考え方として、児童

生徒数の推計を行っています。 

 

 ２ 

 

必要食数の推計について 

・推計は、継続的に行っている

のか、それはいつからか。 

・令和４年度には必要食数が

調理能力を上回ると予想さ

れるとある。不足することが

明らかとなったのはいつか。 

・推計公表は、もっと早期にで

きなかったのか。 

 

  1 件 

 

必要食数については、令和 2 年

3 月に策定された「つくば市学校等

適正配置計画（指針）」に基づき、

予測しています。 

 本計画は、5 年ごとに状況の変化

に応じた計画の見直しを行ってい

ます。 

 

 

 

３ 

P,6 について 

幼稚園の人数が変わらない

が、つくば市はこれから市立幼

稚園の３年保育導入を言って

いるので、若干増えるのではな

いかと思う。 

児童・生徒数の増加に比べ

て、教職員の増加数も少ない

と思う。今後３５人学級が進む

ので、若干将来の必要給食数

の推計は増やす必要があると

思う。 

 

１件 

公立幼稚園の入園希望者は、

近年減少傾向のため、必要食数に

ついては、現状維持のまま推計し

ています。 

また、教職員の必要食数につい

ては、クラス数の増加に鑑み、推

計しています。 

御意見を参考に、公立幼稚園の

3 年保育が開始しましたら、入園希

望者の動向を注視していきます。 

 

４ 

P,10 について 

桜給食センターの跡地の北

側の林は、駐車場等の面積確

保のために購入の検討が必

要。 

つくば駅周辺も再開発で人

口が増えていく傾向があると思

う。余裕ある給食センターの設

置が必要だと思う。 

 

１件 

桜給食センターの跡地について

は、敷地内での給食センター整備

が可能と考えていますので、駐車

場等の面積確保のための購入は

検討していません。 

必要食数の概算については、令

和 20 年頃までを見据えた上で、整

備方針案に反映させています。 

御意見を参考に、今後も児童生

徒数の動向を注視していきます。 
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○  ４ 新センターの規模等（P,７） について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

1 か所で 10,000 食以上の給

食を調理するとなると、新型コ

ロナや食中毒のリスクが高い。 

 

 

 

  １件 

 

本整備方針案では、7,000 食の

給食センター建設を計画していま

す。 

 新 し い 学 校 給 食 セ ン タ ー は 、

HACCP （ Hazard Analysis and 

Critical Control Point：危害分析・

重要管理点）の考え方に基づく「学

校給食衛生管理基準」等に適合し

た施設として整備し、確実な衛生

管理体制及び設備のもと、集中し

た衛生管理を行っていきます。 

 

 ２ 

 

大規模な給食センターの整

備計画には以下の理由から反

対。 

1．効率優先で、こどもの成長

や食育を考えていない超大

型給食センターでの給食調

理には疑問がある。 

２．調理した後、搬送しなけれ

ばならず、十分な調理時間

が確保できないため、 加工

品や半調理品（冷凍食品）

の使用量が多くなり、下ごし

らえや調理に時間のかかる

野菜など地産品の使用がで

きにくい。 

３．搬送に費用がかかる。 

４．使用済み食器の回収時間

に追われ、喫食時間を十分

に取れない。 

５．調理する人と食べるこども

とが対面することがないため

に、センター方式では食事

に対する有難さや、自校方

式で感じられる調理中の匂

 

  １件 

 

学校給食法に定められた学校

給食の目標は、食育の推進を図る

とともに、栄養バランスのとれた安

心安全な給食を提供することで、

子供たちの心身の健全な育成を図

ることにあります。今回の整備方針

案は、これらを踏まえ、学校給食の

目標達成のため、安定した給食を

提供することを考え作成したもので

す。 

 加工品や半調理品の使用につい

ては、給食センター方式、自校方

式に関わらず、大量調理過程にお

いては、活用する必要があると考

えていますが、地産品の件につい

ては、現在、地元食材を使用した

加工品の開発、提供も行っており、

今 後も積 極的に推 進 していきま

す。 

 給食の喫食時間については、学

校のカリキュラムにおいて設定され

ています。 

 御意見を参考に、給食センター

方式においても、自校方式の良さ
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いなどからの想像力が刺激

されず、食育の機会が失わ

れる。 

を最大限取り入れられるよう努め

ていきます。 

 

 

３ 

学校給食センターの大規模

化、集約に反対。 

筑波給食センターは、栄養

士さんが努力して地元の農業

生産者からの販路を開拓され

てきたと聞いたが、小規模だか

らこそできたことだと思う。 

学校給食は教育の一環であ

り、作る人と食べる人の顔が

互いに見える環境を整えていく

べき。 

 

１件 

現在つくば市では、給食センター

の規模に関わらず、令和元年度に

策定した「つくば市の学校給食に

おける地産地消推進ガイドライン」

に基づき、地場産物を学校給食に

積極的に活用し、食育と地域経済

の振興につなげる体制づくりを推

進しています。 

今年度は、給食センターでの調

理過程を撮影した「学校給食がで

きるまで」という動画を作成し、各

校に配付することによって、児童生

徒の給食調理に対する理解を促し

ました。 

また、新型コロナウィルスの感染

拡大により現在中止している給食

センターの施設見学について、施

設内外の状況が整った段階で再

開したいと考えており、給食調理従

事者と児童生徒が相互に交流が

できるよう工夫していきます。 

 

４ 大規模センターの見直しに

ついて 

・大規模センター方式の見直し 

の検討を行う想定は無かった

のか 

・茎崎センターについて庁舎跡 

地活用は検討しないのか 

 

１件 

整備方針案作成にあたっては、 

急増する児童に対し、今の現状

を踏まえると、給食の提供が不足

してしまうため、安定的な給食提供

を行う施設整備が急務です。 

2 整備・運営管理費が自校式より

も共同調理場方式の方が、費用

負担が少ない事 

3 Ｈ22 に策定された「つくば市立

学校給食センター整備基本計

画」により、計画方針を図った事 

等を検討した上で、センンター方式

を採用しています。 
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茎崎庁舎跡地については、公共

施設併設型商業施設の利活用を

検討中であり、すでに地元説明会

も実施済であるため、利活用は難

しいと考えています。 

 

 

○  ５ 建設候補地（P,９） について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

 茎崎地区内での移転を希望

する。暖かい給食は、子供たち

にとって大切なことだと思う。 

 

 

 

  １件 

 

 茎崎地区内での給食センターの

移転となると、用地の選定、地権

者との交渉、周辺住民への説明、

市議会で議決を経ての土地購入

契約の締結と、長期に渡る手続き

が必要となり、継続的な給食提供

の維持が危ぶまれると考えていま

す。 

 また、財政状況が極めて厳しい

中、土地を購入するための資金調

達が、大きな課題となります。 

 児童生徒数が急増する中でも、

継続的に学校給食を提供すること

は自治体の責務であり、その責を

果たすためには、公有地である桜

学校給 食センター跡地を利用し

て、早急に整備事業に着手すべき

と考えています。 

 今後、学校給食の在り方につい

て、幅広く議論する場を設け検討し

ていく中で、茎崎地区における学

校給食センターの在り方について

も、再度検討していきます。 

 また、暖かい給食提供について

は、保温性・保冷性の高い食缶に

関しての調査、研究をするなどし

て、対応策を検討してまいります。 
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 ２ 

 

 現在、研究学園地区、みどり

の地区、万博記念公園駅地

区、これからは、旧桜地区の、

春風台、さくらの森地区が、ま

だまだ人口が増加しそうであ

る。一方、旧茎崎地区は人口

が減少している。せめて、新し

い給食センターを建設すること

で、茎崎地区の雇用を創出し

てほしい。 

 

  1 件 

 

茎崎地区の雇用の創出につき

ましては、学校給食担当課のみで

解決できる課題ではないため、庁

内の関係部署に情報共有させてい

ただきます。 

茎崎地区の雇用創出について

は、今後の計画の参考とさせてい

ただきます。 

 

 

 

３ 

P,2 について 

茎崎中学校用地の一部を

使用して、茎崎給食センターを

新設し、残していくことが今後

の茎崎地域の発展のためにも

必要だと思う。給食 センター

は、災害時の支援にもなる。 

 

１件 

新しい給食センターは、学校給

食法及び学校給食法施行令に基

づく共同調理場であり、児童生徒

への給食提供を第一目的とした施

設整備を予定しています。 

その中で、備蓄機能などの取り

入れられる機能については、積極

的に検討していきたいと考えてい

ます。 

また、いただいた御意見は、防

災、災害対策担当部署に情報共

有させていただきます。 

今後、学校給食の在り方につい

て、幅広く議論する場を設け検討し

ていく中で、茎崎地区における学

校給食センターの在り方について

も、再度検討していきます。 

災害時の支援については、今後

の計画の参考とさせていただきま

す。 

 

 

○  その他の意見 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

 学校給食において、宗教食

（ハラール、ビーガン食、ベジミ

ー ト な ど ） や 、 流 動 食 、 病 人

食、制限食などにも対応があ

 

  １件 

 

現在、つくば市では 1 日当たり

24,000 食を超える学校給食を提供

しており、新センター供用開始後

は、27,000 食を超える給食を提供
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ればと思う。 

 

 

する予定です。 

 学校給食センターは、大量調理

をするための施設として整備される

こととなり、宗教文化への対応や、

多様な御要望の全てにお応えする

ことは困難です。そのため、多様な

宗教文化や食物アレルギー等の

理由から、普段は給食を食べられ

ない児童生徒が、みんなで同じ給

食を食べられるよう、食材等を考

慮した特別メニューを提供する「み

んなで食べる学校給食の日」の取

組を毎年実施しています。 

 

 

 ２ 

 

他市町村において、学校給

食をビュッフェ式にしている事

例がある。 

食育の問題もあるが、苦手

なものを食べなくてはいけない

のか、という事を検討すべきだ

と思う。 

 

 

 

  １件 

 

ビュッフェ式での給食提供は、生

徒の移動や配膳に係る負担が大

きくなり、学校現場での日課等へ

の影響が懸念されます。 

 学校現場で、偏食予防や食べ残

しをなくすための指導や取組は行

っていますが、食物アレルギーや

食べられる量の個人差等も考慮

し、完食を強要することはしていま

せん。 

 

 

３ 

 

筑波学校給食センターが供

用開始 18 年で老朽化するの

は早過ぎである。各センターを

いくつも建設、廃止を繰返すの

はもったいない。 

 

１件 

 筑波学校給食センターについて

は、直ちに廃止を検討するもので

はありません。必要 食数が減少

し、一般的な給食センターの耐用

年数（30～40 年）を迎えるまでは稼

働させる必要があるため、適宜修

繕等を実施し、施設機能の維持保

全に努めていきます。 

 設備については、学校給食センタ

ーで使用している主要な厨房用機

器の耐用年数は、10 年程度である

ため、近年、筑波学校給食センタ

ーでは、ボイラー、食器洗浄機、食
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缶洗浄機、揚物機等の設備更新を

行っています。 

 

 

４ 

 

 茎崎地区における自校方式

給食の採用はできないか。 

 より暖かい給食を提供するこ

とができ、よりよい食育の機会

が期待できるなどのメリットが

考えられる。 

 デメリットとしては、つくば市

全体の調理能力を満たすこと

ができず、新給食センターも併

せて必要となるため不経済で

あることや、給食の品質に格

差が生じやすいことなどが挙

げられる。         

 

 １件 

 複数の実施方式を組合わせるこ

とについては、給食を運営する段

階で食材調達や食物アレルギー対

応、事故発生時の対応等、様々な

点で実施方式毎に異なる対応が

必要となります。 

今後、学校給食の在り方につい

て、幅広く議論する場を設け検討し

ていく中で、茎崎地区における学

校給食センターの在り方について

も、再度検討していきます。 

  御意見を参考に、より暖かい給

食提供についての検討や、さらな

る食育の推進等を実施していきま

す。 

 

 

５ 

自校方式を要望する。  

２件 

今回の整備方針案の作成は、

今後の児童生徒数の急増に対応

するため、給食センターの適正規

模や配置等の検討を行った平成

22 年度策定の「つくば市学校給食

センター整備基本計画」を見直した

ものです。当該整備基本計画に

は、自校方式の整備位置づけがさ

れていません。 

 また、既存の筑波学校給食セン

ター、つくばすこやか給食センター

豊里及びつくばほがらか給食セン

ター谷田部の３施設を、今後活用

しないことは考えにくいため、自校

方式を導入した場合、給食センタ

ー方式と自校方式が混在する運営

体制となります。 

 複数の実施方式を組み合わせた

場合の懸念事項については、「そ
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の他の意見について」の４とおりで

す。 

今後、学校給食の在り方につい

て、幅広く議論する場を設け検討し

ていきます。 

ただし、急増する児童に対し、今

の現状を踏まえると、給食の提供

が不足してしまうため、安定的な給

食提供を行う施設整備が必要で

す。 

 

 

６ 

無農薬で安全な食材の使用

を要望する。 

 

２件 

現在つくば市では、令和元年度

に策定した「つくば市の学校給食

における地産地消推進ガイドライ

ン」に基づき、地場産物を学校給

食に積極的に活用し、食育と地域

経済の振興につなげる体制づくり

を推進しています。 

 また、学校給食で提供している米

飯は、つくば市産の特別栽培米

（一般的な栽培方法(慣行栽培)と

比較して、使用する農薬や化学肥

料の使用量を半分以下に減らした

米）を使用しています。 

 無農薬の食材については、量の

確保や予算の面から、学校給食で

の使用は難しい状況ですが、地場

産物や特別栽培米などの食材を

積極的に活用し、安心安全な学校

給食を提供していきます。 

 

 

７ 

 牛久市内の私立保育園に務

めており、日々園内で調理され

る給食の良さを感じている。 

 自校方式の牛久市とセンタ

ー方式のつくば市の比較はで

きないが、かつて茎崎学校給

食センターを見学した際、予想

 

１件 

御意見を参考に、新しい学校給

食センターにおいても、自校方式

の良さや、茎崎学校給食センター

で受け継がれてきた良さを、最大

限取り入れられるよう努めていきま

す。 

 また、食物アレルギー対応除去
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よりも「だし」をとる過程を大切

にしていて、ありがたく、そして

おいしかった。 

新センターが計画されている

が、今まで受け継がれてきたこ

とをできる限り継続すること、ま

た、食物アレルギー対応除去

食の子の対応に間違えがない

ことを希望する。 

 

食の提供については、調理から配

食までの過程において細心の注意

を払い、安全管理を徹底していき

ます。 

 

８ 

給食センターではなく、自校

式への移行を希望します。 

 

 近隣農家（零細農家）の野菜

や地元商店の食材を使用でき

る。 

学校で調理する「顔の見える

関係」は、調理師の方に感謝

し、気持ちを伝えることができ

る。調 理を身近に感 じること

で、手作りすることの利点を学

ぶことができる。センター方式

より自 校 式である「小さな単

位」で取り組むことで、「食」を

身近に感じることができる。 

 また、 自校式で子どもたちの

顔が見えた方が、調理師のモ

チベーションも上がるのではな

いか？作る側と食べる側のコミ

ュニケーションは学校環境を良

くすると思う。 

 

 

 １件 

「その他の意見について」の５、

６、及び「４ 新センターの規模等

（P,７）」 についての３のとおりで

す。 

御意見を参考に、新しい学校給

食センターにおいても、自校方式

の良さを最大限取り入れられるよう

努めていきます。 

 

９ 

センター方式が将来も続い

ていくという考え方で良いの

か？ 

センターで大量生産、低コス

トの時代が続くのか？「食」の

大切さを重視した方向へ向か

 

１件 

給食センター方式は、児童生徒

数の変動や学校の統廃合にも、柔

軟に対応することができるため、長

期的視点に基づいた、つくば市の

実情に合致した方式と考えていま

す。 



資料１ 

って欲しい。 今後、学校給食の在り方につい

て、幅広く議論する場を設け検討し

ていきます。 

学校給食法に定められた学校給

食の目標は、食育の推進を図ると

ともに、栄養バランスのとれた安心

安全な給食を提供することで、子

供達の心身の健全な育成を図るこ

とにあります。 

今回の整備方針案は、これらを

踏まえ、安定した給食を提供する

ことを考え作成したものであり、従

来どおり「食」の大切さを重視した

給食運営を実施していきます。 

 

 

10 

給食と教育を一体化した取

り組みを行ってほしい。 

農作業、メニューの考案、コ

スト計算、調理実習、栄養バラ

ンスの勉強、等々。学習要素

は山ほどある。 

 

１件 

給食と教育を一体化した取組み

については、生産者の学校訪問、

栄養教諭による食育授業、給食の

時間における給食使用食材に関

する情報の放送、ポスターの作成・

掲示等を実施しています。 

今後も、学校教育活動全体を通

しての食育を、より一層推進してい

きます。 

 

11 

茎崎給食センターについて

は、現在の規模を維持し、将

来の高齢化に備えて高齢者向

けの配食センターへの転換も

考えながら、旧茎崎庁舎跡地

への建設を提案する。 

 また新設される学校について

は 、 モ デ ル ケ ー ス の 自 校 式

や、小中規模のセンター方式、

親子方式など、様々な方法を

考えていく。短絡的に“足りなく

なるから即、大センターを建設

”ではなく先々人口のピークを

越えたときのことを考えながら

 

１件 

 旧茎崎庁舎跡地については、公

共施設併設型商業施設の利活用

を検討中であり、すでに地元説明

会も実施済であるため、利活用は

難しいと考えています。 

 また、複数の実施方式を組み合

わせた場合の懸念事項について

は、「その他の意見について」の４

のとおりです 

今後、学校給食の在り方につい

て、幅広く議論する場を設け検討し

ていきます。 

給食センター方式は、児童生徒数

の変動や学校の統廃合にも、柔軟
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の計画を立てていくことを要望

する。 

に対応することができるため、長期

的視点に基づいたつくば市の実情

に合致した方式と考えております。 
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P,4 について 

食育の推進と食育啓発活動

を推進していくためにも現行の

４つのセンターと新センターの

設立は必要だと思う。 

地場産の農産物の割合を

増やし、安心・安全なおいしい

給食を子ども達に食べさせて

ほしいと思う。 

  

１件 

茎崎学校給食センターについて

は、老朽化が著しく、学校衛生管

理基準への適合や、食物アレルギ

ーへの対応に課題があるため、長

期にわたる施設使用には耐えられ

ない状況ですが、御意見を参考

に、茎崎地区における学校給食セ

ンターの在り方については、今後

検討していきます。 

 現在つくば市では、令和元年度

に策定した「つくば市の学校給食

における地産地消推進ガイドライ

ン」に基づき、地場産物を学校給

食に積極的に活用し、食育と地域

経済の振興につなげる体制づくり

を推進しています。 

 今後も、地場産物を積極的に活

用し、安心安全な学校給食の提供

に努めていきます。  

 

 

13 

 

移動キッチンカーや保温カ

ー、オーブン付きカー、野外炊

具 1 号なども災害時のことや

平時の際は市民利用などでも

ぜひ導入も検討してほしい。 

 

 

 

 １件 

いただいた御意見は、防災、災

害対策担当部署に情報共有させ

ていただきます。 

災害時の利用等については、今

後の計画の参考とさせていただき

ます。 
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茎崎地区から各学校の空き

教室を活用して給食施設にリ

フォームし、自校式給食をスタ

ートして、将来的には他の地域

でもできるところから自校式給

食に移行していくべき。 

自校式給食は人件費がか

 

１件 

給食施設を学校に整備する場

合、換気フード設置のための高い

天井、ライフラインを設置するため

の地下ピット整備などの施設構造

面、食材搬入車両接車に備える児

童生徒の安全確保面等から、空き

教室を利用しての整備は困難と考
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かると言われるが、配送費が

かからず喫食直前まで調理で

きるため、現在のように朝 6 時

半から調理開始、という厳しい

労働環境にはならず、地元の

学校で子どもたちの顔が見え

るところでの調理なら、調理員

の希望者も増えると思う。 

えます。 

また、複数の実施方式を組合わ

せた場合の懸念事項については、

「その他の意見について」４のとお

りです。が、今後、学校給食の在り

方について、幅広く議論する場を

設けることを検討していきます。 

茎崎地区の雇用の創出にきまし

て は 、 「 ５ 建 設 候 補 地 に つ い て

（P,9）」の２のとおりです。 
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P,3 「 HACCP 」 の 説 明 が

Hazard Analysis and Critical P

oint となっているが、Critical 

Control Point では。 

 

1 件 

御指摘のとおりですので、修正

します。 

 

 

■ 修正の内容 

 

○  ２ 基本方針 について 

修正前 修正後 

P,2 

調理能力増強のためには、老朽化

が著しく、上記④のとおり、多くの課題

を抱える、現行の茎崎学校給食センタ

ーを廃止し、市全域を考慮した調理能

力と学校給食衛生管理基準に適応し

た新学校給食センター（以下「新センタ

ー」という）の整備が必要である。 

 

P,2 

調理能力増強のためには、老朽化

が著しく、市全域を考慮した調理能力

と学校給食衛生管理基準に適応した

新学校給食センター（以下「新センタ

ー」という）の整備が必要である。 

なお、茎崎地区における給食センタ

ーの在り方については、今後の児童生

徒数の動向を注視しながら、再度検討

していく必要がある。 

 

P,3 

HACCP（Hazard Analysis and Critical 

Point：危害分析・重要管理点） 

 

P,3 

HACCP（Hazard Analysis and Critical 

Control Point：危害分析・重要管理点） 

※パブリックコメントを受けて修正したものです。 
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１ 現状と課題 

(1) 現状のつくば市立学校給食センター 

   つくば市では、現在４か所の学校給食センターを運営しており、小、中、義務

教育学校及び幼稚園に約 24,000 食/日の給食を提供している。 

   平成 26 年には、すこやか給食センター豊里が、令和２年には、ほがらか給食

センター谷田部が、学校給食衛生管理基準に適応した最新の施設として供用を開

始した。 

一方、筑波学校給食センターは供用開始後 17 年、茎崎学校給食センターは供

用開始後 40 年が経過し、建物や設備・機器等の老朽化が進んでいる。 

特に、茎崎学校給食センターの老朽化は著しく、調理環境の悪化や衛生管理、

安全面において支障をきたす恐れがある。 
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(2) 現状の課題 

①沿線開発地区の人口増加に伴う学校新設により、必要食数が急激に増加してい

る。今後も新設校の建設が控えており、早急な対応が必要となる。 

 ②人口増加地域の学校に給食を提供している、すこやか給食センター豊里及びほ

がらか給食センター谷田部は、既に調理能力に等しい食数を提供しており、こ

れ以上の食数増加への対応は難しい。 

 ③食数増加への対応として、給食センター配送校の見直しを行う場合、現食物ア

レルギー対応除去食提供校については、引続き、アレルギー対応除去食を提供

できる給食センター（すこやか給食センター豊里、ほがらか給食センター谷田

部）からの配送としなければならない。 

④茎崎学校給食センターの老朽化が著しく、以下のような課題があげられる。 

・建築基準法の旧耐震基準に基づき昭和 55 年に建設されているため、昭和 56

年の建築基準施行令改正による現行の耐震基準を満たさない既存不適格建

築物となっている。 

・設備が老朽化しており、設備機器の故障が頻繁に発生し、製造部品等の確保

が難しく、また学校給食衛生管理基準への適合に課題がある。 

・食物アレルギー対応除去食を提供する専用調理室が設置されていない。 

・見学スペースや研修室が整備されていないため、多様な食育に関する活動等

を行うことができない。 

 

以上のように、当市の給食提供において、児童生徒数の急増への対応が急務で

あるが、上記②、③などの理由から、現存する給食センターだけで本課題を解決

することは、ほぼ不可能である。 

調理能力増強のためには、老朽化が著しく、上記④のとおり、多くの課題を抱

える、現行の茎崎学校給食センターを廃止し、市全域を考慮した調理能力と学校

給食衛生管理基準に適応した新学校給食センター（以下「新センター」という）

の整備が必要である。 
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２ 基本方針 

  新センター整備については、つくば市立学校給食センター整備基本計画（平成 22

年 11 月）で示された施設整備方針を踏襲し、（1）から（6）については、以下のと

おりとする。 

  なお、（7）については、すこやか給食センター豊里及びほがらか給食センター谷

田部の整備を終えた現在の状況に鑑み、新たに追加するものとする。 

(1) 確実な衛生管理体制 

   ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Point：危害分析・重要管

理点）の考え方に基づく「学校給食衛生管理基準」等に適合した施設を整備す

る。 

   具体的には、汚染区域と非汚染区域の明確な分離、適切な温度管理、ドライ

システム対応施設とする。 

 

(2) 安心・安全でおいしい給食の提供 

    学校給食の安全性を確保し、多彩な献立に対応できる設備の整った調理施設

とする。 

また、すこやか給食センター豊里及びほがらか給食センター谷田部で提供し

ている食物アレルギー対応除去食を、新センターでも提供できるよう、専用調

理室を設ける。   

 

(3) 効率のよい調理環境の確保 

    新センターにおいても、相当食数の調理が見込まれるため、最新の調理機器

の導入、効率的な調理機器の配置により調理作業の効率化を進める。 

    これにより、学校給食への多様なニーズに応じながら、調理後２時間以内に

喫食という要件を満たすことのできる調理施設とする。 
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(4) 食育の推進と食育啓発活動 

    地産地消の推進や伝統的な郷土料理、行事食に関する指導の充実など、学校

と連携を図りながら食育の普及啓発を進める。 

    また、児童生徒のみならず、研修、展示、見学機能を充実させ、地域におけ

る食育推進施設の役割を果たせる施設とする。 

 

(5) 環境負荷の低減 

     節水器具、LED 照明、コンピュータ制御による消毒保管庫の最適化運転シ

ステム等を導入することにより、エネルギー使用量の削減、CO₂の排出抑制

など環境に配慮した施設とする。 

 

(6) 維持管理費の効率化 

     新センターの整備にあたっては、前記の機能を重視しながらも、施設の機

能を低下させることなく、経済性・効率性に配慮した整備を行うとともに、

学校給食センターの建設・運営に最適な事業手法を検討する。 

     長期的な将来を見据えた持続可能な施設とする。 

 

(7) その他 

     新センター開所後の配送校の再編成を考慮すると、すこやか給食センター

豊里及びほがらか給食センター谷田部で使用している、食器、食器カゴ及び

コンテナ等について、互換性のある施設が望ましい。 
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３ 必要食数の推計 

  令和２年３月に策定された「つくば市学校等適正配置計画（指針）」では、今後、

児童生徒数は、毎年増加を続け、令和 11 年度に最大の 25,627 人になると予想され

ている。（※学園の森義務教育学校学区内において今後５年で計画戸数 100％を達

成、みどりの義務教育学校学区内において今後 10 年で計画戸数 100％を達成する

とした場合）（表 1 参照） 

  この値に、幼稚園児、教職員、県立並木中等教育学校を加え、必要となる最大食

数は、約 29,000 食と想定される。 

  既存の４センターにおける設計上の調理能力は 26,500 食であるが、当市の児童

生徒数の増加は著しく、令和４年度には必要食数が調理能力を上回ることが予想さ

れる。 

  令和元年度において、すこやか給食センター豊里が、調理能力を超えた 9,500 食

を調理・提供していた実績があること、さらにほがらか給食センター谷田部の消毒

保管庫を増設することによって 700 食分ほどの余力が見込めることに鑑み、供給可

能最大数を 28,200 食と想定しても、令和８年度には、必要食数の提供が不可能と

なることが予想される。 

  児童生徒数が急増するなかでも、継続的に学校給食を供給することは自治体の責

務であり、その責を果たすべく、新センターの整備事業は早急に着手すべきである。 
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≪表 1≫今後の必要食数の推移           

 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11 

小学校 10,871 11,059 11,038 10,994 11,017 11,113 11,221 11,260 11,282 11,315 

義務教育学校
（前期） 

4,213 4,628 5,062 5,568 5,842 6,089 6,314 6,418 6,401 6,274 

中学校 4,819 5,053 5,191 5,184 5,166 5,107 5,062 5,094 5,125 5,072 

義務教育学校
（後期） 

1,324 1,526 1,681 1,811 1,995 2,172 2,403 2,563 2,763 2,966 

県立並木中等 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 

幼稚園 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747 

教職員 2,096 2,124 2,140 2,147 2,161 2,171 2,179 2,185 2,185 2,183 

合計 24,548 25,615 26,337 26,929 27,406 27,877 28,404 28,745 28,981 29,035 

R２は実数、R３以降は推計（単位：食） 
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≪表２≫センター別必要食数の推移 

 筑波 

（調理能力 2,500 食） 

ほがらか（谷田部） 

（調理能力 12,000 食） 

すこやか（豊里） 

（調理能力 8,500 食） 

茎崎 

（調理能力 3,500 食） 

Ｒ２年度 1,764 12,124 8,669 1,991 

Ｒ４年度 1,647 13,287 9,515 1,888 

Ｒ６年度 1,544 14,191 9,935 1,736 

Ｒ８年度 1,467 15,185 10,161 1,591 

R２は実数、R３以降は推計（単位：食） 

                  

 

４ 新センターの規模等について 

 ≪表３≫新センター調理能力の設計（単位：食） 

 (1) 調理能力 

表１において、

令和 11 年度には、

全給食センターで

29,000食程度の調

理能力が必要であ

るとの推計から、

表３のとおり、新

センターは、6,000

～7,000 食の規模が必要となる。 

また、供用開始から 18 年目を迎えた筑波学校給食センターだが、建物や設備・

機器等の老朽化が進んでおり、近年はボイラー、食器洗浄機、食缶洗浄機、揚物

機等、大規模な設備更新が続いている。一般的な給食センターの耐用年数が 30 年

から 40 年程度であることから、長期的な視点を持って、市全体の調理能力を設定

する際には、筑波センターの閉所も想定する必要がある。 

給食センター名 

食数 

R2.4 

提供数 
調理能力 

筑波センター 

閉所後 

筑波 1,764 2,500 ― 

ほがらか（谷田部） 12,124 12,000 12,000 

すこやか（豊里） 8,669 8,500 8,500 

茎崎 1,991 ― ― 

新センター ― 6,000～7,000 6,000～7,000 
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一方、令和 14 年頃までは、29,000 食程度の需要が見込まれるが、その後、必

要食数は徐々に減少し、令和 20 年には 24,000 食ほどとなることが予想される。 

今後様々な社会的要因の変化によって、児童生徒数について、現推計値とズ

レが生じてくることが十分に予想されるため、今後の人口増加を見極めながら

の調理能力の設定が必要となるが、食数ピーク時に対応し、かつ筑波学校給食

センター閉所後の調理能力にも勘案して、新センターの調理能力は 7,000 食と

し、以下方針を定めることとする。 

これにより、筑波学校給食センター、ほがらか給食センター谷田部、すこや

か給食センター豊里及び新センターの４センターで、合計 30,000 食の給食提供

が可能となる。今後、推計に多少のズレが生じたとしても、対応可能な食数と

考えられる。 

 

(2) その他の施設形態（運用方法） 

 ① 運用方式及び献立数 

学校給食衛生管理基準に基づくドライ運用とし、２献立とする。 

 ② 調理設備 

食物アレルギー専用調理室を設け、乳・卵除去食を提供する。 

 ③ 除害施設処理方式 

 担体流動ばっ気方式（ほがらか給食センター谷田部と同様の方式。専用の濾材

を使用することにより微生物の管理が容易）を検討する。 

 ④炊飯用設備 

現在つくば市は、茨城県学校給食会との契約に基づき、主食の提供について 

は、民間加工工場に委託している。しかし、近年、後継者問題、施設の老朽化 

問題、衛生管理問題等、県内主食業者をとりまく状況には課題が多く、廃業す 

る事業者も少なくない。 

 そのような状況に鑑み、新センターにおいては、炊飯用設備の導入、自前に

よる米飯提供を検討する。 
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５ 建設候補地について 

(1) 必要な敷地面積について 

４－(1)で示した、7,000 食規模の給食センターとする場合、8,500 食の設計で

あるすこやか給食センター豊里の敷地面積が 8,364 ㎡であることから、（ただし、

職員等の駐車場を含まない面積であることを踏まえ）10,000 ㎡程度の土地が必要

と見込まれる。 

 

(2) 建設候補地について 

建設候補地としては、「現茎崎学校給食センター敷地」、「茎崎地内の公有地又は

新たな土地の購入」、「新設予定校又はその隣接地」そして、「閉所センター跡地の

利用」の４つが考えられる。 

① 現茎崎学校給食センター敷地に建設 

現在地は、茎崎中学校の隣地であること、これまで現センターが立地してい

た実績というメリットがある。しかし、出入口の斜路がややきつく、周辺道路

も狭い。 

さらに、敷地が狭隘であり、５－(1)の面積を確保できないため、現茎崎学校

給食センター敷地での建て替えは困難である。 

② 茎崎地内の公有地又は新たに土地を購入 

現在地以外に建設する場合は、茎崎学校給食センターを稼働させながら給食

を提供できるというメリットがある一方で、新たな土地の確保という問題が生

じる。 

市有地としては、旧茎崎庁舎跡地が候補として挙げられるが、既に他の用途

で検討中であり新センターの建設は難しい。 

新たに土地を購入する場合、候補地の選定、地権者との交渉、近隣住民への

説明等が必要であることから、新センターの供用開始までは相当の期間を要す

る。 
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③ 新設予定校に併設又はその隣接地に建設 

市内でも特に人口増加率が高い、みどりの駅周辺地域の児童生徒の増加に合

わせ、みどりの学園の南に新設校予定地がある。しかし、住宅地が隣接してい

ることなどから、新センターの建設地としては望ましくない。 

また、新センターが建設された場合、食材搬入車や、給食配送車が頻繁に出

入りすることとなり、通学路の安全確保に支障が生じる。 

④  閉所センター跡地の利用 

  令和２年３月に閉所となった桜学校給食センター（天王台２-２-２）及び 

 大穂学校給食センター（若森 1645-２）の跡地は、今後の利活用予定が未定で

ある。 

  桜学校給食センターの敷地面積は、10,037 ㎡、大穂学校給食センターの敷地

面積は、2,605 ㎡であり、５－(1)の面積を確保できるのは、桜学校給食センタ

ー跡地となる。実際、桜学校給食センターの調理能力は、7,000 食であり、新

センターの規模と同等であった。 

  桜学校給食センターは、市の北東部、中心からおよそ４㎞圏内に位置する。

主要幹線道路に面しており、住居系用途地域であるが、半径 100ｍ以内に住居

は立地していない。沿線開発地域と並んで、今後人口の増加が見込まれる中根・

金田台地区にも近く、新センター建設のための各種要件を満たしている。 

  既に市有地であることから、土地の購入、地権者との交渉等の必要がないが、

桜学校給食センターの建物は残っており、解体のための期間と費用が発生する。 
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≪図１≫現センター及び閉所センター位置図 

筑波学校給食センター 

大穂学校給食センター（閉所） 

桜学校給食センター（閉所） 
すこやか給食センター豊里 

ほがらか給食センター谷田部 

茎崎学校給食センター 
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６ 財政負担及び工期 

(1) 予算及び財源の確保 

 新センターの提供能力を 7,000 食規模とした場合の概算は以下のとおりである。 

 

① 茎崎地内の公有地又は新たに土地を購入する場合（５-（2）-②） 

通常の施設建設に必要な設計委託料、工事管理委託料、建設工事費等のほか

敷地造成工事費及び土地購入費として、200,000 千円ほどの支出が見込まれる。 

 

  ②桜学校給食センター跡地を利用する場合（5-（2）-④） 

通常の施設建設に必要な設計委託料、工事管理委託料、建設工事費等のほ

か解体設計委託料及び解体工事費として、84,000 千円ほどの支出が見込まれ

る。 

 

≪積算根拠≫ 敷地面積：10,000 ㎡ 

         敷地造成費用：（ほがらか給食センター谷田部建設時実績参考） 

         解体費用：（参考：旧谷田部学校給食センター解体費用参考）  

 

 

(2) 供用開始までのスケジュール 

基本・実施設計で約 16 か月、建築工事で約 17 か月、解体工事等をそれらと並行

して施工しても３年程度、その他入札、議決等のタイミングもあることから、供用

開始までは、４年程度の期間が必要と見込まれる。   

また、新たに土地を購入する場合、上記期間の他に、諸条件を満たす用地の選定、

地権者との交渉、近隣住民への説明等の期間が必要となる。 
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７ 施設整備計画 

(1) 建設候補地 

   上記５及び６から、立地条件、財政負担、工期等、総合的に判断して、桜学校

給食センター跡地を建設候補地とする。 

   人口増加地域である桜地域に新センターを建設することで、市内各地域にバ

ランスよく給食センターが配置されることとなり、調理後２時間以内とされて

いる喫食時間（大量調理施設衛生管理マニュアル）を遵守し、安全な学校給食

運営に寄与することができる。 

 

(2) 施設概要 

   近年整備されたすこやか給食センター豊里及びほがらか給食センター谷田部

と同じく、鉄骨造２階建てとし、１階に調理関連部門各室及び事務関連部門各室

を設け、２階にその他各室（調理員休憩室、見学機能等）を設ける。 

   調理能力については、7,000 食２献立を調理提供する施設とする。食物アレル

ギー専用調理室や炊飯用設備を備えることにより、安心安全な給食提供に資する。 

 

(3) 供用開始時期 

   桜学校給食センター跡地に建設することにより、令和７年４月供用開始を目指

す。これにより、既存施設の調理能力の限界を迎える前に、新センターの整備が

完了し、継続した学校給食の安定供給が可能となる。 

 

(4) 給食センター棟 

   敷地の南側に出入口を設け、敷地西側に接する東大通りへ円滑な通行が行える 

ようにする。出入口に面して、一般用玄関及び事務室を設け、来客、施設見学者、 

職員等が円滑に出入りできるようにする。 

   食材搬入車、給食配送車等が安全に通行できる道路を敷地内に確保しつつ、給

食センター棟を適切に配置する。    
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(5) 駐車場 

   50 台以上の駐車場と自転車駐車場を設置する。また、大型バス１～２台分ほど

の駐車スペースを確保する。 

   ７台程度の給食配送車の駐車スペース、２台程度の米飯配送車の駐車スペース

も併せて確保する。 

 

(6) 外構 

   敷地外周の処理については、敷地測量の結果に基づき、検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つくば市教育局健康教育課 

電話：029-883-1111（内線：4930） 

E-mail：edc060@city.tsukuba.lg.jp 



【資料３】
【 つくば市の学校給食における地産地消ガイドラインについて 】

1 本ガイドライン策定について
子どもたちの食育において重要な役割である学校給食で地産地消をより一層推進する
ためのガイドラインです。数値目標達成に向け、関係者機関・団体等の連携を強化し
つくばならではの独自取組を盛り込み、更なる展開を活性化します。

2 指標と年度
<指標>
地産地消率：品目数ベース
学校給食の献立に使用した食品のうち、つくば市で生産・収穫された食品数の割合
<年限>
取組実施期間：令和元年度から令和５年度までの５年間
目標値設定年度：令和３年度当初

＜市内全体>

つくば市産 茨城県産 つくば市産 茨城県産 つくば市産 茨城県産
16.1% 38.7% 17.2% 39.1% 21.3% 45.4%

<各学校給食センター別>

給食センター名 つくば市産 茨城県産 つくば市産 茨城県産 つくば市産 茨城県産

大穂学校給食セン
ター

20.3% 42.0% 19.3% 40.1%

つくばすこやか給
食センター豊里

16.5% 40.5% 18.2% 39.2% 20.4% 44.7%

桜学校給食セン
ター

13.6% 34.3% 15.1% 33.9%

茎崎学校給食セン
ター

13.8% 39.6% 13.9% 34.3% 21.1% 46.9%

筑波学校給食セン
ター

19.5% 44.8% 18.4% 44.5% 24.0% 51.0%

つくばほがらか給
食センター谷田部

19.4% 38.2%

2018年度 2019年度
2020年度

（2021年1月現在）

2018年度 2019年度
2020年度

（2021年1月現在）

16.1 17.2
21.3

38.7 39.1
45.4
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地産地消率（品目数ベース）

つくば市産 茨城県産



【資料３】3 令和２年度 取り組み内容
〇 つくば地産地消の日献立
月に１回「地産地消献立」を取り入れ、つくば市産食材の紹介や地産地消メニューの
紹介を行っています。

〇 つくば市民の日
11月30日のつくば市民の日に合わせ、学校給食において
つくば市産の野菜を使用した「つくば市民の日メニュー」を提供しました。

  ほがらか給食センター谷田部
     献立 ・ユメシホウパン

・鶏肉のにんじんソース
・コーンサラダ
・野菜のクリーム煮
・つくば市産いちごゼリー

〇 栄養士部会地産地消班活動
食育教材の作成
・給食ができるまで（給食センター）
・はたらく人とわたしたちのくらし「農家の仕事」（協力：ねぎ農家 小川氏）
・これからの食料生産をわたしたち「つくば市内の食料生産の取り組み」
   （協力：ふしちゃんファーム・JA谷田部）
・環境に優しい食生活を目指そう（協力：パプリカ農家 稲葉氏）

〇 地産地消推進会議
日時：令和３年２月25日（木）
出席者：JAつくば市学校給食部会会長、JAつくば市、JAつくば市谷田部
    経済部農業政策課、各学校給食センター、教育局健康教育課
（内容）地場産物活用のための課題
    生産者との連携体制（情報提供について）
    加工品等の開発について
    新規参入生産者の掘り起こしや学校給食のPR活動
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はじめに 
 

１ 本ガイドライン策定の趣旨 

学校給食は、児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスに配慮したおいし

い給食を提供するとともに、食べ物の大切さや生産者への感謝等、子どもたちの食育

において重要な役割を担っています。 

本ガイドラインにおいて推進する地産地消は、地域の活性化、生産者と消費者の結

びつき強化、流通コストや環境負荷の削減等を目的とし、地域で生産された農産物を

地域で消費する取組です。 

教育局健康教育課及び各学校給食センターにおいては、これまでも地産地消の推進

に取り組んできました。今後は数値目標を掲げ、その達成に向け、関係機関・団体等

との連携を強化するとともに、つくばならではの独自取組を盛り込むなど施策の更な

る展開を活性化することを目的として、本ガイドラインを策定いたします。 

  

 ２ 本ガイドラインの位置づけ 

   本ガイドラインは、「第２期つくば市教育プラン」や「つくば市農業基本計画」、「第２

期つくば市食育推進計画」等の関連計画との整合性を図るものとします。 
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 ３ 定義 

 このガイドラインで用いる地産地消率は、学校給食の献立に使用した食品のうち、

つくば市で生産・収穫された食品数の割合と定義します。 

（１）指標設定の理由 

 地産地消率の指標を食品数とした理由… 

①集計対象食品を青果物に限定していないため、多くの使用品目における地産地消

率を把握することができるため。 

②食品成分表上の食品分類を用いて集計することで、集計対象の食品が単純明快で

あり、公表に適しているため。 

③農林水産省の第３次食育推進基本計画で設定されている目標値の指標が食品数の

ため、各地方公共団体において食品数ベースで地産地消率を算出していることが

多く、他市町村と比較がしやすいため。 

④地場産物の加工品利用についても、地産地消率に反映しやすいため。 

（２）集計する対象食品・対象外食品 

【対象食品】 

食品成分表における分類上の「1 穀類」「2 いも及びでん粉類」「4 豆類」 

「5 種実類」「6 野菜類」「7 果実類」「8 きのこ類」「9 藻類」「10 魚介類」 

「11 肉類」「12 卵類」「13 乳類」 

【対象外食品】 

「3 砂糖及び甘味類」、「14 油脂類」、「15 菓子類」、「16 し好飲料」、 

「17 調味料及び香辛料類」 

（３）集計上の規則 

① 調理加工品の産地の選択は、加工地ではなく、当該加工品に含まれる材料の食品

使用量重量ベースで割合が最も多い材料の産地とする。 

② 同日に同じ食材（産地も同じ）を２品以上の料理に使用している場合は、１食材

とする。同じ食材で産地が２箇所以上に及ぶ場合には、使用量の多い産地の１食材と

して計上する。 
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（例）①にんじん 30kg をカレー、20kg をサラダに使用した場合（ともにつくば市産） 

   →つくば市産１食材として計上する。 

②にんじん 50kg（つくば市産 30kg、千葉県産 20kg）を使用した場合 

   →つくば市産１食材として計上する。 

 

４ 年限（目標値の設定） 

  取組実施期間   令和元年度から令和５年度までの５年間 

  目標値設定年度  令和３年度当初 

※ 目標値は、各取組の進捗状況を見極めた上で、本ガイドラインの中間年度 

（令和３年度）に設定することとします。 

 

 ５ 進捗管理 

   学校給食地産地消推進会議を開催し、学校給食への地場産野菜の積極的導入を推進

するとともに、本ガイドラインで掲げる学校給食における地産地消率を常に把握し、

必要に応じて見直しを行っていきます。 
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第１章 現在の学校給食における地場産物納入状況及び納入体制について 
 

１ 地産地消率 

  定義に基づく 2018 年度の学校給食における地産地消率は以下のとおりです。 

  ＜市内全体＞ 

 

 

 

  ＜各学校給食センター別＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 現在の地場産物納入までの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018 年度 

つくば市産 茨城県産 

16.1％ 38.7％ 

 2018 年度 

つくば市産 茨城県産 

大穂学校給食センター 20.3％ 42.0％ 

つくばすこやか給食センター豊里 16.5％ 40.5％ 

桜学校給食センター 13.6％ 34.3％ 

茎崎学校給食センター 13.8％ 39.6％ 

筑波学校給食センター 19.5％ 44.8％ 

納 品

主にＪＡつくば市、ＪＡつくば市谷田部を通じて納入

中 旬

納入食材を決定。 ※市内産食材を優先

前 月

見積書を受領し、見積り合わせを行う。

前々月下旬～前月上旬

業者に見積書送付を依頼する。
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３ 現在までの取組 

（１）つくば市の学校給食における地産地消推進会議の開催 

 2017 年６月に、生産者、市内２つのＪＡ担当者、給食センター職員及び健康教育課

職員による地産地消推進会議を立ち上げ、地産地消の推進に向けた協議を行いました

（2017 年度内に３回、2019 年７月に１回開催）。 

 協議内容は以下のとおりです。 

 開催日 協議内容 

第１回 
2017 年 
６月 20 日 

つくば市の地産地消の取組や地産地消率の現状について、生
産者とともに現状の確認と課題の洗い出しを行った。 

第２回 
2017 年 
10 月２日 

契約取引の試験的実施に向けて協議を行った。 
2017 年 12 月から 2018 年１月に、市内全５給食センターに
おいて、にんじん、長ねぎの契約取引を実施することとした。 

第３回 2018 年 
３月 12 日 

地場産野菜の試験的契約取引に関して課題の洗い出しを行
った。 

第４回 2019 年 
７月 5 日 本ガイドラインの内容検討を行った。 

 

（２）契約取引の試験的実施 

   地産地消推進会議の協議に基づき、2017 年 12 月から 2018 年１月の２か月間契約

取引の試験的実施を行いました。その結果、課題として、安定した納入量の確保が難

しかったことや、大規模農家に頼る部分が大きく、中小規模の農家やＪＡに登録して

いない個人農家の新規参入につながりにくいこと等が挙げられました。 

 

（３）つくば市民の日メニューの実施 

   毎年 11 月 30 日の「つくば市民の日」に合

わせて、市内産食材を多く使用したつくば市

民の日メニュー提供を行っています。ユメシ

ホウ小麦を使用したロールパンや市内産野菜

を使用した豚汁、ヤーコンサラダ、つくば鶏

と福来みかんを使用したピリ福揚げ等学校給

食センター栄養士が考案した特別メニューで
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す。 

また、市民の日付近には市内小中学校で生産

者をゲストティーチャーとして招き、地産地消

の食育授業も実施しました。 

 

 

 

４ 現状における課題 

 現在までの取組から見えてきた地産地消の推進における課題は、次のとおりです。 

（１）納入業者数 

 地場産物納入業者は、主にＪＡつくば市、ＪＡつくば市谷田部の２業者となってお

り、ＪＡでの納入品目が少ない月については、地場産物がほぼ使用できないような状

態です。したがって、農業法人や地域の生産組合等とも納入可能性を協議していく必

要があります。 

（２）品目数 

 学校給食に提供できる量の地場産物の確保が難しく、品目数が限定されてしまいま

す。 

（３）地場産野菜の計上手法 

見積り提出時には納入食材の産地が明示されず、仕入れ当日に市場で産地が判明す

るため、市内産であっても結果的に地場産野菜として計上されていない場合がありま

す。 

（４）関係者の意思疎通 

 地場産物生産者と栄養士や調理員など地場産野菜を学校給食に使用している担当者

が顔を合わせる機会が少ないため、双方の現状理解や直接の意見交換がなかなか難し

くなっています。関係者の意思疎通の機会を設け、多くの生産者に給食における地場

産物使用についての理解度を高める必要があります。 
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第２章 今後の学校給食における地場産物活用について 

 第１章における現状及び課題を踏まえ、今後の基本理念、基本方針、取組を以下のと

おりとします。 

 

１ 基本理念 

  地場産物を学校給食に積極的に活用し、食育と地域経済の振興につなげる 

 

２ 基本方針 

（１）地場産物を安定的に学校給食に供給できる体制をつくります。 

（２）学校給食における地場産物の利用拡大を図ります。 

（３）生産者と学校給食関係者の話し合いの場をつくります。 

（４）地産地消と連携した食育を推進します。 

 

３ 地場産物活用に向けた行動指針 

（１）地場産物を安定的に学校給食に供給できる体制をつくります。 

   

☑ 生産者・ＪＡから提供された生産スケジュールを参考に、献立作成を行います。 

☑ 生産者・ＪＡに地場産物年間使用計画を前年度末に提示します。 

☑ 納入規格について調理体制等を考慮しながら、複雑な規格を定めている食品に 

ついて可能な範囲で簡素化し、生産者に分かりやすいよう説明します。 

☑ 地場産物の生育状況や収穫時期、流通の状況、新たな食材に関する情報を積極的 

に集めます。 

給食センター・健康教育課 

地場産物年間使用計画 
地場産物の生産スケジュールを参考に
各学校給食センターが重点使用品目、
献立案、目安使用量を示したもの。 
＊様式１参照 
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（２）学校給食における地場産物の利用拡大を図ります。 

 

☑ 地場産物の生産スケジュールを各学校給食センターに提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑ 市から提供された地場産物年間使用計画を活用し、計画的な作付けを行います。 

☑ 必要に応じて両 JA 間で納入調整を行い、安定した地場産物供給を行います。 

☑ 「つくば市学校給食食材納入仕様書」に記載されている規格を理解し、 

より品質の良い地場産物の納入に努めます。 

生産者・地場産物納入業者 

品目／月

赤パプリカ

黄パプリカ

きゅうり

トマト

中玉トマト

枝豆

いんげん

にがうり

ミニかぼちゃ

農産物出荷スケジュール
７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月４月 ５月 ６月 １月 ２月

ナス

ピーマン

とうもろこし

３月

給食センター・健康教育課 
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☑ 各学校給食センターから食材の月間使用量以外に日別使用量を生産者・納入

業者に提示し、日別使用量の中で一部納品も受けつけることとし、生産者が

より納入しやすい環境を整えます。（調理状況により対応できる学校給食セン

ターのみ）* 

☑ 各学校給食センター栄養士で構成されるつくば市学校給食会栄養士部会に地

産地消専門班を設立し、地場産物を活用した献立作成や、地産地消に関する

情報共有を行います。 

また、地場産野菜の生産スケジュールを各生産者から聴取し取りまとめを行

います。 

☑ 新学校給食管理システムの導入に伴い、見積書様式の見直しを行い、産地記

入欄で市内産と市外産が区別できるよう変更します。 

☑ 調理員に対して、地場産物を給食に使うことの意義や、子どもたちへの食育

効果を伝えることで、調理員の不安を解消し、より地場産物を使用しやすい

環境を整えます。 

☑ 月に１回、各学校給食センターにおいて「つくば地産地消の日」と題して 

地場産物を多く使用した献立を提供します。 

☑ 学校給食の PR 活動を行い、新規参入生産者の掘り起こしを行います。 

☑ 既存の地場産物だけでなく、新たな加工品等を生産者・納入業者と共同で 

企画し、使用を推進します。 

☑ ３か月前にＪＡ等から情報提供された最新の地場産物生育状況をもとに献立 

作成を行います。*様式２参照 

☑ 使用月の３か月前に、最新の地場産物生育状況を各学校給食センターに情報提

供します。*様式２参照 

☑ 生産者や JA 間で調整を行い、「つくば地産地消の日」を中心により多くの地

場産物納入を図ります。 

☑ 冷凍・冷蔵貯蔵やカット野菜等の加工品開発を積極的に行い、地場産物を通年

安定して納入できるよう取り組みます。 

☑ 生産者同士や組織内での調整をはかり、多品目かつより多量の地場産物納入を

図ります。 

生産者・地場産物納入業者 
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